
  鹿屋市ケアマネジメントに関する基本方針 

平成 30 年 3 月 高齢福祉課 

令和３年 10 月 一部改正 

１． 作成の根拠 

平成 29 年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険

者の取組が全国で実施されるよう、取組が制度化され、これに対する評価指標が示されたとこ

ろである。 様々な評価指標のうち、ケアマネジメントについては、「高齢者の自立支援、重度

化防止等に資するように、介護支援専門員に対して保険者の基本方針が伝えられているか。」

という評価指標が設定されており、このため、介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあ

り方を保険者と介護支援専門員で共有し、より良い介護保険事業の運営を目指すために、本

基本方針を作成するものである。 

 

２．法の理念 

介護保険制度の基本理念は、「尊厳の保持」と「自立支援」である。（介護保険法第１条） 

保険給付は要介護状態等の軽減または悪化の防止に資するように行わなければならないと

定められている（同法第２条第２項）とともに、被保険者の選択に基づき行われるものであり、

（同法第２条第３項）、それは、要支援者、要介護者の自立支援という理念に沿って検討されな

ければならないものである。 

 

３．ケアマネジメントについて 

○ 介護保険制度の理念である「尊厳の保持」 「自立支援」、また、 「利用者本位」を具現化し

ていくための手法として導入されたものが「ケアマネジメント」である。 

○ 高齢者の状態像を適切に把握し自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供する

ための仕組みであり、介護保険制度の中核となるものである。 

○ 「ケアマネジメント」とは、個々の要介護者の心身の状況や置かれている環境や希望などを

十分把握分析したうえで、状態の悪化をできるだけ防止する視点に立って、介護保険サー

ビスを含め、さまざまなサービス等を調整し総合的かつ効率的に提供するための仕組みで

あり、ケアマネジャー1が中心となって、次の手順により実施される。 

 
1 法に規定する「介護支援専門員」のことを指すが、広く計画作成担当者を含んだ意味で以下使用する。 

※介護保険法第１章総則第１条（目的） 

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排

せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、

これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な

保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険

制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉

の増進を図ることを目的とする。」 

※介護保険法第１章総則第２条（介護保険）第２項 

〈略〉保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するように行われるとともに、医療との

連携に十分配慮して行われなければならない。 

※介護保険法第１章総則第２条（介護保険）第３項 

〈略〉被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者又は施

設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 
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【ケアマネジメントの手順】 

（引用） 「介護保険施設等実地指導マニュアル」鹿児島県 

  

４．本市におけるケアマネジメントの状況について 

本市が行っているケアマネジメントに係る業務等において把握した、ケアマネジメントの状況

を示すと以下のとおりである。 

業務等 状況 

ケアマネジャ

ーからの相

談対応 

 軽微な変更の場合におけるケアプラン作成について相談あり。 

 暫定でサービス利用している新規利用者を認定結果が出た時点で担当できるか相談あ

り。 

 娘宅に転居するが、その前に住宅改修ができるか相談あり。 

 月途中で居宅サービス計画作成事業所が変更になった時の請求について相談あり。 

 利用者の住所変更は軽微な変更としての取扱いでいいか相談あり。 

 有料老人ホーム等からケアマネジャーに対してサービス種類や回数に対して指示され

ることがあるとの相談あり。 

 月途中からサービスを利用した場合のモニタリングについて相談あり。 

ケアプラン点

検 

 認定調査状況と利用サービスに相違のあるケースが多かった。 

 限度額に対して高い割合でサービスを利用しているケースがあった。 

 介護保険サービスの利用のみでケアプランが構成されており、インフォーマルサービス

を利用しようとする意識が低い状況があった。 

 各機関や事業所の担当者とケアマネの関係性が薄く、情報収集が上手くなされていな

いものがあった。 

 本人主体ではなく、介護者側主体となっているケースがあった 

 個別性がなく抽象的な目標設定をしているケースがあった。 

給付実績分

析 

 県内において１人あたりの給付費が１番高い（介護サービス依存過多） 

 在宅サービスのうち、通所介護費が突出している。 

 医療情報との突合及び縦覧点検、給付実績を活用した情報提供等により、給付実績を

確認するなかで、ケアマネジャーが行わなければならない必要な理由書の提出がなく、

利用者やサービス事業所に 10割の負担をさせてしまっているケースが見られた。 

実地指導  新規利用者の基本情報を含む利用者全体のアセスメントが不十分なものがあった。 

① 要介護高齢者の状況を把握し、生活上の課題を分析する。（アセスメント） 

②  

②総合的な援助方針、目標を設定するとともに、①に応じた介護サービス等を組み合わせる。（プ

ランニング） 

 

③ ①及び②について、ケアカンファレンス等により支援に関わる専門職間で検証・調整し、認識

を共有した上で（多職種協働）、ケアプランを策定する。 

④ケアプランに基づくサービスを実施するとともに、継続的にそれぞれのサービスの実施状況や

要介護高齢者の状況変化等を把握（モニタリング）し、ケアの内容等の再評価・改善を図る。 
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（ 居宅介護

支援） 

 ケアプラン作成時のサービスの種類や量について適切なケアマネジメントに基づかず本

人や家族の要望を聞き、分析が不十分なままケアプランにサービスを位置づけているも

のがあった。 

 ケアプランに位置づけるサービスが事業所サービス中心であり、利用者及び家族がで

きることや地域資源を含めたケアマネジメントができていないものがあった。 

実地指導 

（ 地域密着

型サービス） 

 入居系サービスにおいて、施設の環境（施設のスケジュールや物的、人員的な環境等）

に利用者の生活を合わせており、利用者１人ひとりの望む生活がプランに反映されてい

るとは言えないものがあった。（サービスに個別性が見られず、入居者全員が同じような

プランになっている状況があった。） 

 ケアプランの一連のプロセスが理解されていない状況があった。 

高齢者実態

調査 

 「要介護者」の介護が必要になった主な原因として、「骨折・転倒」が最も多く、次いで

「脳出血・脳梗塞等」、「高齢による衰弱」、「認知症」となっている。 

 「在宅要介護者」の現在治療中又は後遺症のある病気については、「高血圧」が最も多

く、次いで「骨粗しょう症、関節症等」、「目の病気」となっている。 

 介護サービスの利用者負担を重く感じている介護者や本人の割合が高い。（サービスに

は満足であるが、経済的に不満） 

 口腔機能が低下している要介護者の割合が高い。（固いものが食べにくい、お茶や汁物

等でむせる、口の渇きが気になる） 

 現在の健康状態が良いとする要介護者の割合が低く、気分が沈んだり憂鬱な気持ちに

なることがある要介護者の割合が高い。 

 外出の回数が減っている、外出を控えている要介護者の割合が高い。 

 

 

 

５．本市におけるケアマネジメントの基本方針について 

   これまでに示した、介護保険法の理念に基づき、「自立支援」を 

   と定義する。 

 

本市全体として、自立支援のためのケアマネジメントを行っていくためには、「自立支援」の

視点や一連のケアマネジメントプロセスの再認識等が必要であることから、「ケアプラン点検」、

「地域ケア会議」、「給付実績を活用した、医療情報との突合・縦覧点検等」・「ケアマネジャー

研修」、「実地指導」等のあらゆる機会を通じて、下記の着眼点のもと、保険者としてケアマネジ

ャー等への支援を行うこととする。 

 

○ 介護保険制度の基本理念である「尊厳の保持」 「自立支援」、また、 「利用者本位」 

「重度化防止」を具現化するためのケアプランではなく、単に利用者や家族の要望、サー

ビス事業所からの要請に基づいたケアプランとなっていないか。 

 

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、要支援・要介護状態になっても、

主体的な選択により、介護サービスやその他の支援を利用しながら、自分が望む、生活の質

が保たれた自分らしい生活を営むことに対する支援 
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○ ケアマネジメントのプロセスのうち、極めて重要である「アセスメント」の過程においては、

本人の心身状態の把握のみならず、生活感、価値観、人生観等を含めた全体像のアセ

スメント及び医師や看護師などの専門職による視点からの観察情報、利用者の生活歴や

家族状況（介護力や家族背景等）など、その人を取り巻く環境全般について情報収集が

十分になされているか。 

○ ２０２５年に向けて、地域包括ケアシステム（医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援

が包括的に確保される体制）の構築を目指していく中で、これからのケアマネジメントは、

介護サービスだけではなく、地域の支え合いや民間サービスも含めた地域資源を視野に

入れて行うことがさらに必要になるが、関係機関との連携や多職種連携（地域ケア会議

の活用等）の視点が十分に踏まえられているか。  

 

６．本市におけるケアマネジメントの取組方針について 

ケアマネジメント業務においては、ケアマネジャーは下記に留意して取り組むこととし、本市

はこれに対して各支援を行うこととする。 

 

［総合事業対象者のケアプラン］ 

重点留意事項 

□ 高齢者自身が地域において自立した日常生活が送れるよう支援するものとなっている

か。 

□ 生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめることなく、自立

支援に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って

生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプ

ローチしているか。 

□ 状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解した上で、その達成のために必

要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的に介護

予防・生活支援サービス事業などの利用について検討し作成されているか。 

□ 利用者本人が有している生活機能の維持・改善が図られるよう、ケアマネジメントのプロ

セスを通じて、本人の意欲に働きかけながら目標指向型の計画を作成しているか。 

□ 地域での社会参加の機会を増やし、状態等に応じ、自身が地域の支え手になることを目

指したものであるか。 

（参考）「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」厚生労働省 

（支援） 

○多職種からの専門的な助言を得ることでケアプランをよりよいものとし、利用者のQOLの向上

を目指す「自立支援型地域ケア個別会議」を開催（H30～） 

○フレイル予防の啓発や生活習慣病重症化予防のため、専門職による健康教育や家庭訪問 

を実施（R３.４～） 

 

 

 

 

 

資料４－4



［要支援者（予防給付受給者）のケアプラン］ 

重点留意事項 

□ 利用者が可能な限りその居宅で自立した日常生活を営めるよう配慮されているか。 

□ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用

者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービスと福祉サ

ービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的・効率的に提供されるよう配慮

されているか。 

□ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサー

ビスが特定の種類や事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に作成されている

か。 

□ インフォーマルサービスや本人、家族のできることを位置づけているか。 

□ 多職種からの助言を取り入れているか。 

□ 状態改善、重度化予防に資する関係職能団体（リハビリ協会等）との連携がされている

か。 

  （参考）「鹿屋市指定介護予防支援等の事業に人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」 

（支援） 

○多職種からの専門的な助言を得ることでケアプランをよりよいものとし、利用者のQOLの向上

を目指す「自立支援型地域ケア個別会議」を開催（H30～）※段階的に実施 

○実地指導による、上記留意事項の確認等 

 

［要介護者のケアプラン］ 

重点留意事項 

□ 利用者及びその人を取り巻く環境について多方向からの客観的な情報収集を行ってい

るか。（課題分析標準 23項目） 

□ 生活感、価値観、人生観などを含めた全体像のアセスメントを行っているか。 

□ 医師や看護師などの専門職による視点からの観察情報、利用者の生活歴や家族状況、

（介護力、家族背景等）など、その人を取り巻く環境全般について情報収集を行っている

か。 

□ 利用者が今どのような状況にあり、何故サービスを必要としているのか、自立支援に必

要な本当の支援は何かを分析した上で、ニーズを引き出しているか。 

□ 支援が必要な状況を明らかにするだけではなく、利用者及び家族ができること（ストレン

グス）をアセスメントしているか。 

□ 困っていることのみを把握するのではなく、予後予測（危険性の予測）にたった視点でア

セスメントしているか。 

□ 表面に現れている現象を「問題」として捉えるのではなく、問題を引き起こしている原因

や背景を明らかにしていくことで「真の課題」をつかんでいるか。 

□ 自立に向けた支援、利用者の QOLを高める視点で分析をしているか。 

□ 利用者本人や家族が希望するニーズのみ対応するのではなく、専門職として知識と技

術を基に分析を行う努力をしているか。 

□ 目標を達成する手段として適切な内容となっているか。 
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□ 個々の短期目標の積み上げの上に、長期目標の達成があり、長期目標の達成の先に、

利用者の目指すその人らしい生活が見えてくるという関連性を常に意識しているか。 

□ どのような危険が予測されるのか、緊急事態とはどのような状況を想定するのか等、

個々の利用者の状態像に応じたリスクマネジメントの視点があるか。 

□ 家族の介護に対する思いを受け止め、その思いを支える視点を持つと同時に、家族も利

用者の支援を担うチームの一員として、目標達成に向けて一緒に関わってほしいという

アプローチがされているか。 

□ 自立支援を目標とするものになっているか。 

□ 多職種からの助言を取り入れているか。 

□ 利用者本位のサービスが位置づけられているか。 

□ インフォーマルサービスや本人、家族のできることを位置づけているか。 

□ 利用者自身は、どのような生活を目指したいと考えているか、利用者の意向を踏まえた

上で、どこまでの改善が可能かという目標設定が明確になっているか。 

□ 個別性のあるものとなっているか。（生活に本人の意向を取り入れ、漫然と利用者全員

が同じ生活となっていないか。） 

□ 機能訓練等を取り入れ、各利用者に応じた自立支援、重度化防止のものとなっている

か。 

□ 地域との交流について地域資源を利用し、環境の充実を図っているか。 

（参考）「介護保険施設等実地指導マニュアル」厚生労働省 

（支援） 

○多職種からの専門的な助言を得ることでケアプランをよりよいものとし、利用者のQOLの向上

を目指す「自立支援型地域ケア個別会議」を開催（H30～）※段階的に実施 

○実地指導による、上記留意事項の確認等 

○ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資する適切なケアプランとな

っているかを、基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確認しながら、介護支援専門員

の「気づき」を促すとともに「自立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍

化を図り健全なる給付の実施を支援するための「ケアプラン点検」を実施。(H29～実施中) 
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令和３年度ケアプラン点検及び福祉用具の点検について 
 

 

鹿屋市では、介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の 45第３項第１

号に基づき、介護給付適正化事業の一環として「ケアプラン点検」及び「福祉用

具の点検」を実施しております。 

 

 

１ ケアプラン点検 

（１）目的 

ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資する

適切なケアプランとなっているかを、基本となる事項を介護支援専門員とと

もに検証確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立

支援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍化を図り健全

なる給付の実施を支援するために行うもの。 

 

（２）概要 

①市内所在の居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターに属する介

護支援専門員等が担当する利用者のうち、確認の必要があると判断した

ものについて、個別にケアプラン等の提出を求め、点検を実施する。 

②市内居宅介護支援事業所の全介護支援専門員を対象とし、委託業者によ

る点検を実施する。（予定） 

 

２ 福祉用具点検 

（１）目的  

福祉用具が、基準（※）の基本方針等を踏まえた適切な給付となっている

かについて、その必要性や利用状況等を介護支援専門員等と共に確認するこ

とにより、自立支援・重度化防止に資する適正な給付につなげるもの。 
（※）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 

 （２）概要 

   認定調査結果や給付データから整合性のないものを抽出し、個別にケア

プラン等の提出を求め、点検を実施する。 
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

Vol.９５８ 

令和３年３月３１日 

厚生労働省老健局 

認知症施策・地域介護推進課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 

← 厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の 

提示について」の一部改正について 

計５０枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線３９３６) 

FAX : 03-3503-7894 
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老認発０３３１第６号 

令和３年３月３１日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

厚生労働省老健局         

認知症施策・地域介護推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について 

 

今般、別添のとおり「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」

（平成11年11月12日老企発第29号）について、以下のとおり一部改正いたしますので、

各都道府県におかれましては、趣旨をご理解の上、管内市区町村、関係団体、関係機関に

周知徹底をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領（別紙１） 

  標記別紙については、本通知の別添１のとおり改正する。 

 

２ 介護サービス計画書の様式について（別紙３） 

標記別紙については、本通知の別添２のとおり改正する。 
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（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 
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             居宅サービス計画書（１）    作成年月日    年   月   日 

初回 ・ 紹介 ・ 継続  認定済 ・ 申請中 

 

利用者名            殿     生年月日  年  月  日  住所                            

居宅サービス計画作成者氏名                    

居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地                                                

居宅サービス計画作成（変更）日          年  月  日     初回居宅サービス計画作成日      年  月  日 

認定日      年  月  日   認定の有効期間  年  月  日 ～  年  月  日 
 

要介護状態区分 要介護１ ・ 要介護２ ・ 要介護３ ・ 要介護４ ・ 要介護５ 
 

利用者及び家族の 

生活に対する 

意向を踏まえた 

課題分析の結果 

 

 

 

 

 

介護認定審査会の 

意見及びサービス 

の種類の指定 

 

 

 

 
 

総合的な援助の 

方     針 

 

 

 

 

 

 

生活援助中心型の 

算 定 理 由 
１.一人暮らし  ２.家族等が障害、疾病等  ３.その他（                      ） 

第１表 
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居宅サービス計画書（２） 

  利用者名           殿 
 

生活全般の解決す

べき課題(ニーズ) 

目標 援助内容 

長期目標 (期間) 短期目標 (期間) サービス内容 ※1 サービス種別 ※２ 頻度 期間 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

※１「保険給付の対象となるかどうかの区分」について、保険給付対象内サービスについては○印を付す。 
※２「当該サービス提供を行う事業所」について記入する。 

第２表 
 

作成年月日   年   月   日 
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週間サービス計画表 
 

  利用者名        殿 
  

 
 

 
 
 
 

月 
 
 

火 水 木 金 土 日 主な日常生活上の活動 

深  
  
夜 

        
        
        
        
        
        

早
朝 

        
        

午 
 
前 

        
        
        
        

午 
 
後 

        
        
        
        
        
        

夜 
 
間 

        
        
        
        

深

夜 
        
        

 
週単位以外 
のサービス 

 
 

 

第３表 

12:00 

14:00 

作成年月日   年   月   日 

24:00 

18:00 

8:00 

10:00 

6:00 

4:00 

2:00 

0:00 

16:00 

20:00 

22:00 
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サービス担当者会議の要点 
 

 

利用者名          殿            居宅サービス計画作成者(担当者)氏名         

 

開催日    年 月 日 開催場所            開催時間           開催回数     
   

会議出席者 
 

利用者・家族の出席 
本人：【 】 
家族：【 】 
（続柄：  ） 

 
※備考 

所 属(職種) 氏 名 所 属(職種) 氏 名 所 属(職種) 氏 名 
 
 

     

      

      

検討した項目  

検討内容  

結論  

残された課題 
 
(次回の開催時期) 

 

 

第４表 
作成年月日   年   月   日 
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居宅介護支援経過 
 
利用者名         殿              居宅サービス計画作成者氏名            
 

年 月 日 項 目 内    容 年 月 日 項 目 内    容 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

第５表 
作成年月日   年   月   日 
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年 月 から

年 月 まで
日

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

予定

実績

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

年　　月　　日　
変 更 後
要介護状態区分
変 更 日

1　　2　　3　　4　　5 単位／月

　　　年　　　月　　　日

提供時間帯
サービス
内　　 容

サービス
事業者
事業所名

月間サービス計画及び実績の記録

合計
回数

要介護状態区分 1　　2　　3　　4　　5
区 分 支 給
限度基準額

限 度 額
適 用 期 間

前 月 ま で
の 短 期 入
所 利 用 日
数

月 日保 険 者 氏 名

生 年
月 日

明・大・昭 　

性別

届 出
年 月 日

年

フ リ ガ ナ被 保 険
者 番 号

年 月 日
保 険 者 名

居宅介護支援事
業者事業所名担
当 者 名

作 成
年 月 日

月 分 サービス利用票（兼居宅（介護予防）サービス計画） 居宅介護支援事業者⇒利用者

保 険 者
番 号

第６表

認定済・申請中 年
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作成年月日   年  月  日 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

事業所名 事業所番号 サービス内容／種類 
サービス 

コード 
単位数 

割引後 
回数 

サービス 

単位／金額 

給付管理 

単位数 

種類支給限度 

基準を超える 

単位数 

種類支給限度 

基準内単位数 

区分支給限度 

基準を超える 

単位数 

区分支給限度 

基準内単位数 

単位数 

単価 

費用総額 

保険／事業対象分 

給付率 

（％） 

保険／事業費 

請求額 

定額利用者負担 

単価金額 

利用者負担 

保険／事業対象分 

利用者負担 

（全額負担分） 率％ 単位数 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 区分支給限度 

基準額（単位）  合計            

サービス種類 
種類支給限度 

基準額（単位） 
合計単位数 

種類支給限度基準 

を超える単位数 
サービス種類 

種類支給限度 

基準額（単位） 
合計単位数 

種類支給限度基準 

を超える単位数 

        

        

        

        

        

    合計   

    

前月までの利用日数 当月の計画利用日数 累積利用日数 

   

サービス利用票別表 
区分支給限度管理・利用者負担計算 

種類別支給限度管理 

要介護認定期間中の短期入所利用日数 

第７表 
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（居宅サービス計画書記載要領） 

 

  本様式は、当初の介護サービス計画原案を作成する際に記載し、その後、介

護サービス計画の一部を変更する都度、別葉を使用して記載するものとする。但

し、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更

については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継

続して記載することができるものとする。 

  なお、介護サービス計画は、利用者の生活を総合的かつ効果的に支援するた

めに重要な計画であり、利用者が地域の中で尊厳ある自立した生活を続けるた

めの利用者本人の計画であることを踏まえ、わかりやすく記載するものとする。 

 

１ 第１表：「居宅サービス計画書（１）」 

 

  ①「利用者名」 

   当該居宅サービス計画の利用者名を記載する。 

 

  ②「生年月日」 

   当該利用者の生年月日を記載する。 

 

  ③「住所」 

   当該利用者の住所を記載する。 

 

  ④「居宅サービス計画作成者氏名」 

   当該居宅サービス計画作成者（介護支援専門員）の氏名を記載する。 

 

  ⑤「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」 

   当該居宅サービス計画作成者の所属する居宅介護支援事業者・事業所名及

び所在地を記載する。 

 

  ⑥「居宅サービス計画作成（変更）日」 

   当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。 

 

  ⑦「初回居宅サービス計画作成日」 

   当該居宅介護支援事業所において当該利用者に関する居宅サービス計画

を初めて作成した日を記載する。 
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  ⑧「初回・紹介・継続」 

   当該利用者が、当該居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受

ける場合は「初回」に、他の居宅介護支援事業所（同一居宅介護支援事業者

の他の事業所を含む。以下同じ。）又は介護保険施設から紹介された場合は

「紹介」に、それ以外の場合は「継続」に○を付す。 

なお、「紹介」とは、当該利用者が他の居宅介護支援事業所又は介護保険施

設において既に居宅介護支援等を受けていた場合を指す。 

   また、「継続」とは、当該利用者が既に当該居宅介護支援事業所から居宅介

護支援を受けている場合を指す。 

   おって、当該居宅介護支援事業所において過去に居宅介護支援を提供した

経緯がある利用者が一定期間を経過した後に介護保険施設から紹介を受け

た場合には、「紹介」及び「継続」の両方を○印で囲むものとする。 

 

  ⑨「認定済・申請中」 

     「新規申請中」（前回「非該当」となり、再度申請している場合を含む。）、

「区分変更申請中」、「更新申請中であって前回の認定有効期間を超えている

場合」は、「申請中」に○を付す。それ以外の場合は「認定済」に○を付す。 

 

  ⑩「認定日」 

   「要介護状態区分」が認定された日（認定の始期であり、初回申請者であ

れば申請日）を記載する。 

   「申請中」の場合は、申請日を記載する。認定に伴い当該居宅サービス計

画を変更する必要がある場合には、作成日の変更を行う。 

 

  ⑪「認定の有効期間」 

   被保険者証に記載された「認定の有効期間」を転記する。 

 

  ⑫「要介護状態区分」 

   被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記する。 

 

  ⑬「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」 

   利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度

で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのか意向を踏まえた

課題分析の結果を記載する。その際、課題分析の結果として、「自立支援」に

資するために解決しなければならない課題が把握できているか確認する。そ

のために、利用者の主訴や相談内容等を踏まえた利用者が持っている力や生
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活環境等の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにしていくこと。 

   なお、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、各々の

主訴を区別して記載する。 

 

  ⑭「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」 

   被保険者証を確認し、「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」が記載

されている場合には、これを転記する。 

 

  ⑮「総合的な援助の方針」 

   課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対

応して、当該居宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサ

ービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、利用者及び家

族を含むケアチームが確認、検討の上、総合的な援助の方針を記載する。 

   あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対

応機関やその連絡先、また、あらかじめケアチームにおいて、どのような場

合を緊急事態と考えているかや、緊急時を想定した対応の方法等について記

載することが望ましい。例えば、利用者の状態が急変した場合の連携等や、

将来の予測やその際の多職種との連携を含む対応方法について記載する。 

 

  ⑯「生活援助中心型の算定理由」 

   介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の

訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。 

   「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 12 年２

月 10 日厚生省告示第 19 号）別表の１の注３に規定する「単身の世帯に属す

る利用者」の場合は、「１．一人暮らし」に、「家族若しくは親族（以下「家

族等」という。）と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等

の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難である

もの」の場合は、「２．家族等が障害、疾病等」に○を付す。また、家族等に

障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえない事情により、家事が

困難な場合等については、「３．その他」に○を付し、その事情の内容につい

て簡潔明瞭に記載する。事情の内容については、例えば、 

  ・ 家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合 

  ・ 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまう恐れがある場 

   合 

  ・ 家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合 

  などがある。（「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活 
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援助の取扱いについて」（平成 21 年 12 月 25 日老振発 1224 第１号）参照） 

 

 

２ 第２表：「居宅サービス計画書（２）」 

 

  ①「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」 

   利用者の自立を阻害する要因等であって、個々の解決すべき課題（ニーズ）

についてその相互関係をも含めて明らかにし、それを解決するための要点が

どこにあるかを分析し、その波及する効果を予測して原則として優先度合い

が高いものから順に記載する。具体的には、利用者の生活全般の解決すべき

課題（ニーズ）の中で、解決していかなければならない課題の優先順位を見

立て、そこから目標を立て、 

  ・ 利用者自身の力で取り組めること 

  ・ 家族や地域の協力でできること 

  ・ ケアチームが支援すること 

  で、できるようになることなどを整理し、具体的な方法や手段をわかりやす

く記載する。 

   目標に対する援助内容では、「いつまでに、誰が、何を行い、どのようにな

るのか」という目標達成に向けた取り組みの内容やサービスの種別・頻度や

期間を設定する。 

 

  ②「目標（長期目標・短期目標）」 

   「長期目標」は、基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定するも

のである。 

   ただし、解決すべき課題が短期的に解決される場合やいくつかの課題が解

決されて初めて達成可能な場合には、複数の長期目標が設定されることもあ

る。 

   「短期目標」は、解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に

結びつけるものである。 

   緊急対応が必要になった場合には、－時的にサービスは大きく変動するが、

目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず、緊急対応が落ち着いた

段階で、再度、「長期目標」・「短期目標」の見直しを行い記載する。 

   なお、抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載する

こととし、かつ目標は、実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはなら

ない。 
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  ③（「長期目標」及び「短期目標」に付する）「期間」 

   「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を、

いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。 

   「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階とし

て設定した「短期目標」の達成期限を記載する。 

   また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特

定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差

し支えないものとする。 

   なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。 

 

  ④「サービス内容」 

   「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明

らかにし、適切・簡潔に記載する。 

   この際、家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも明記

し、また、当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービス

についても、そのサービスがニーズに反せず、利用者及びその家族に定着し

ている場合には、これも記載する。 

   なお、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位

置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計

画に訪問介護が必要な理由を記載する必要があるが、その理由を当該欄に記

載しても差し支えない。 

 

  ⑤「保険給付の対象となるかどうかの区分」 

   「サービス内容」中、保険給付対象内サービスについて○印を付す。 

 

  ⑥「サービス種別」 

   「サービス内容」及びその提供方針を適切に実行することができる居宅サ

ービス事業者等を選定し、具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供

を行う「事業所名」を記載する。 

   家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する。 

 

  ⑦「頻度」・「期間」 

   「頻度」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度（一定

期間内での回数、実施曜日等）」で実施するかを記載する。 

   「期間」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「期間」にわ

たり実施するかを記載する。 
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   なお、「期間」の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。 

 

  ⑧福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とする理由 

   福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場

合においては、「生活全般の解決すべき課題」・「サービス内容」等に当該サー

ビスを必要とする理由が明らかになるように記載する。 

   なお、理由については、別の用紙（別葉）に記載しても差し支えない。 

 

  

 ３ 第３表：「週間サービス計画表」 

   

第２表「居宅サービス計画書（２）」の「援助内容」で記載したサービスを保

険給付内外を問わず、記載する。なお、その際、「援助内容」の頻度と合ってい

るか留意する。 

 

  ①「主な日常生活上の活動」 

   利用者の起床や就寝、食事、排泄などの平均的な一日の過ごし方について

記載する。例えば、食事については、朝食・昼食・夕食を記載し、その他の

例として、入浴、清拭、洗面、口腔清掃、整容、更衣、水分補給、体位変換、

家族の来訪や支援など、家族の支援や利用者のセルフケアなどを含む生活全

体の流れが見えるように記載する。 

   なお、当該様式については、時間軸、曜日軸の縦横をどちらにとってもか

まわない。 

 

  ②「週単位以外のサービス」 

   各月に利用する短期入所等、福祉用具、住宅改修、医療機関等への受診状 

況や通院状況、その他の外出や「多様な主体により提供される利用者の日常 

生活全般を支援するサービス」などを記載する。 

 

 ４ 第４表：「サービス担当者会議の要点」 

 

   サービス担当者会議を開催した場合に、当該会議の要点について記載する。 

また、サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合に、 

サービス担当者に対して行った照会の内容等についても、記載する。 

 

  ①「利用者名」 
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   第１表から転記する。 

 

  ②「生年月日」 

   第１表から転記する。 

 

  ③「住所」 

   第１表から転記する。 

 

  ④「居宅サービス計画作成者氏名」 

   第１表から転記する。 

 

  ⑤「開催日」 

   当該会議の開催日を記載する。 

 

  ⑥「開催場所」 

   当該会議の開催場所を記載する。 

 

  ⑦「開催時間」 

   当該会議の開催時間を記載する。 

 

  ⑧「開催回数」 

   当該会議の開催回数を記載する。 

 

  ⑨「会議出席者」 

   当該会議の出席者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載する。本人又はそ

の家族が出席した場合には、その旨についても記入する。記載方法について

は、「会議出席者」の欄に記載、もしくは、「所属（職種）」の欄を活用して差

し支えない。また、当該会議に出席できないサービス担当者がいる場合には、

その者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載するとともに、当該会議に出席

できない理由についても記入する。なお、当該会議に出席できないサービス

担当者の「所属（職種）」、「氏名」又は当該会議に出席できない理由について

他の書類等により確認することができる場合は、本表への記載を省略して差

し支えない。 

 

  ⑩「検討した項目」 

   当該会議において検討した項目について記載する。当該会議に出席できな

資料４－24



いサービス担当者がいる場合には、その者に照会（依頼）した年月日、内容

及び回答を記載する。また、サービス担当者会議を開催しない場合には、そ

の理由を記載するとともに、サービス担当者の氏名、照会（依頼）年月日、

照会（依頼）した内容及び回答を記載する。なお、サービス担当者会議を開

催しない理由又はサービス担当者の氏名、照会（依頼）年月日若しくは照会

（依頼）した内容及び回答について他の書類等により確認することができる

場合は、本表への記載を省略して差し支えない。 

 

  ⑪「検討内容」 

   当該会議において検討した項目について、それぞれ検討内容を記載する。 

   その際、サービス内容だけでなく、サービスの提供方法、留意点、頻度、 

時間数、担当者等を具体的に記載する。 

なお、⑩「検討した項目」及び⑪「検討内容」については、一つの欄に統 

合し、合わせて記載しても差し支えない。 

 

  ⑫「結論」 

   当該会議における結論について記載する。 

 

  ⑬「残された課題（次回の開催時期等）」 

   必要があるにもかかわらず社会資源が地域に不足しているため未充足と

なった場合や、必要と考えられるが本人の希望等により利用しなかった居宅

サービスや次回の開催時期、開催方針等を記載する。 

 

   なお、これらの項目の記載については、当該会議の要点を記載するもので 

あることから、第三者が読んでも内容を把握、理解できるように記載する。 

 

 ５ 第５表：「居宅介護支援経過」 

  モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標

の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記

載する。 

  漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。 

  第５表「居宅介護支援経過」は、介護支援専門員等がケアマネジメントを推

進する上での判断の根拠や介護報酬請求に係る内容等を記録するものであるこ

とから、介護支援専門員が日頃の活動を通じて把握したことや判断したこと、持

ち越された課題などを、記録の日付や情報収集の手段（「訪問」（自宅や事業所等

の訪問先を記載）、「電話」・「ＦＡＸ」・「メール」（これらは発信（送信）・受信が
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わかるように記載）等）とその内容について、時系列で誰もが理解できるように

記載する。 

そのため、具体的には、 

・ 日時（時間）、曜日、対応者、記載者（署名） 

・ 利用者や家族の発言内容 

・ サービス事業者等との調整、支援内容等 

・ 居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断 

等の客観的な事実や判断の根拠を、簡潔かつ適切な表現で記載する。 

簡潔かつ適切な表現については、誰もが理解できるように、例えば、 

・ 文章における主語と述語を明確にする、 

・ 共通的でない略語や専門用語は用いない、 

・ 曖昧な抽象的な表現を避ける、 

・ 箇条書きを活用する、 

等わかりやすく記載する。 

なお、モニタリングを通じて把握した内容ついて、モニタリングシート等を

活用している場合については、例えば、「モニタリングシート等（別紙）参照」

等と記載して差し支えない。（重複記載は不要） 

ただし、「（別紙）参照」については、多用することは避け、その場合、本表

に概要をわかるように記載しておくことが望ましい。 

※ モニタリングシート等を別途作成していない場合は本表への記載でも可。 

  

 

 ６ 第６表：「サービス利用票（兼居宅サービス計画）」 

 

  「居宅サービス計画原案」に位置付けられたサービスをもとに、月単位で作

成する。 

 

  ①「認定済・申請中の区分」 

    「認定済」・「申請中」の区分のどちらかをＯで囲む。「新規申請中」、「区分

変更申請中」及び「更新申請中に当該認定有効期間を超えた場合」について

は「申請中」となり、その他の場合が「認定済」となる。 

 

  ②「対象年月」 

   居宅サービス計画の対象となる年月を和暦で記載する。 

 

  ③「保険者番号」 
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   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ④「保険者名」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑤「被保険者番号」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑥「被保険者氏名」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑦「生年月日」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑧「性別」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑨「要介護状態区分」 

    「認定済」の場合は、被保険者証に記載された要介護状態区分をＯで囲む。

「申請中」の場合は、居宅サービス計画作成に当たって前提とした要介護状

態区分を〇で囲む。 

 

  ⑩「変更後要介護状態区分・変更日」 

   月の途中で要介護状態区分に変更があった場合に、変更後の要介護状態区

分を〇で囲み、変更日を記載する。 

 

  ⑪「居宅介護支援事業者事業所名担当者名」 

   居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所の名称及び担当者名を

記載する。ただし、利用者が作成した場合は記載する必要はない。 

 

  ⑫「作成年月日」 

   居宅サービス計画からサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付

を記載する。居宅サービス計画の変更を行った場合は、変更後の居宅サービ

ス計画に基づいてサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載

する。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。 
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  ⑬「利用者確認」 

   居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票（控）に、利用者の確認を

受ける。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。 

 

  ⑭「保険者確認印」 

   利用者が自ら作成した居宅サービス計画に基づきサービス利用票を作成

した場合に、その受付を行った市町村が確認印を押印する。ただし、居宅介

護支援事業者が作成したサービス利用票を受け付けた場合は、押印する必要

はない。 

 

  ⑮「届出年月日」 

   利用者が自ら作成した居宅サービス計画に基づきサービス利用票を作成

した場合に、その受付を行った市町村が市町村に届け出た年月日を記載する。

ただし、居宅介護支援事業者が作成したサービス利用票を受け付けた場合は、

記載する必要はない。 

 

  ⑯「区分支給限度基準額」 

   被保険者証に記載された支給限度基準額（単位数）を記載する。「申請中」

の場合は、居宅サービス計画作成に当たって前提とした要介護状態区分に応

じた１月間当たりの支給限度基準額（単位数）（月途中の変更がある場合には、

重い方の「要介護状態区分」に対応した額と一致する。）を記載する。 

 

  ⑰「限度額適用期間」 

   被保険者証に記載された限度額適用期間を記載する。 

 

  ⑱「前月までの短期入所利用日数」 

     計画対象月までの短期入所利用日数を記載する。新規認定申請中の場合

は、「０」と記載する。 

 

  ⑲「曜日」 

   対象月における日付に対応する曜日を記載する。 

 

  ⑳「提供時間帯」 

   サービス提供開始から終了までの予定時刻を 24 時間制で記載する。サー

ビス提供時間帯が決まっているものは、提供時間帯の早い順（0:00～24:00）

に記載する。ただし、福祉用具貸与及び短期入所サービスの場合は、記載す
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る必要はない。 

 

  ㉑「サービス内容」 

   適用するサービスコードに対応するサービスの名称（「介護給付費単位数・

サービスコード表」の省略名称）を記載する。 

 

  ㉒「サービス事業者事業所名」 

   サービス提供を行う事業所の名称を記載する。 

 

  ㉓「予定」 

   該当するサービスの提供回数（通常は「１」）を記載する。ただし、福祉用

具貸与の場合は、記載する必要はない。 

 

  ㉔「実績」 

   サービスを提供した事業所が実績を記載する。計画を作成する時点での記

載は、必要ない。 

 

  ㉕「合計回数」 

   各行の「予定」欄に記載された提供回数の合計を記載する。ただし、福祉

用具貸与の場合は、記載する必要はない。 

 

  

 ７ 第７表：「サービス利用票別表」 

 

 （１）第６表「サービス利用票」の各行から、支給限度管理の対象となるサー

ビスを全て転記する。記載は、サービス提供事業所毎に記載することとし、

同一事業所で複数のサービスを提供する場合は、サービスコード毎に記載

する。また、事業所又はサービス種類（サービスコードの上２桁）が変わる

毎に、その事業所又はサービス種類毎の集計値を記載するための集計行を

１行ずつ挿入する。（１つのサービス種類について１つしかサービスコード

がない場合は、集計行は不要。） 

 

  ①「事業所名」 

   第６表「サービス利用票」の㉒「サービス事業者事業所名」欄から転記す

る。集計行にも対象事業所名を記載する。 
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  ②「事業所番号」 

   前記①「事業所名」に対応する事業所番号を WAM NET の『介護報酬情報提

供システム』等により確認して記載する。集計行にも対象事業所の事業所番

号を記載する。 

 

  ③「サービス内容／種類」 

   第６表「サービス利用票」の㉑「サービス内容」欄から転記する。集計行

には、サービス種類の名称を記載する。 

 

  ④「サービスコード」 

   前記③「サービス内容／種類」に対応するサービスコードを『介護給付費

単位数・サービスコード表』により確認して記載する。集計行には、記載す

る必要はない。 

 

  ⑤「単位数」 

   前記④「サービスコード」に対応する１回当たりの単位を『介護給付費単

位数サービスコード表』により確認して記載する。ただし、福祉用具貸与の

場合は、記載する必要はない。また、集計行には、記載する必要はない。 

 

  ⑥「割引後率（％）」 

   料金割引を行っている場合には、前記③「サービス内容／種類」に対応す

る割引率を確認し、割引後の率（割引後率＝１００％－割引率（％））を WAM 

NET の『介護報酬情報提供システム』等の活用により確認し記載する。 

 

  ⑦「割引後単位数」 

   前記⑥の記載を行っている場合（料金割引を行っている場合）には、前記

⑤「単位数」に前記⑥「割引後率」を乗じて算出した割引後の単位数、（小数

点以下四捨五入）を記載する。 

 

  ⑧「回数」 

   第６表「サービス利用票」の㉓「予定」欄から１月間分の合計回数（同表

の[25]「合計回数」欄）を転記する。ただし、福祉用具貸与の場合は、記載

する必要はない。また、集計行には、記載する必要はない。 

 

  ⑨「サービス単位／金額」 

   前記⑤「単位数」（料金割引を行っている場合は、前記⑦「割引後単位数」）

資料４－30



に前記⑧「回数」を乗じて算出した結果を、集計行を識別できるよう括弧書

き等により記載する。区分支給限度管理対象外のサービス（特別地域加算等）

については、合計には含めないため、識別できるよう記載する。福祉用具貸

与の場合は、実際の費用額を単位数当たり単価で除した結果（小数点以下四

捨五入）を記載する。 

 

  ⑩「種類支給限度基準額（単位）」※「種類別支給限度管理」表 

   市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、「被保険者証」から、種

類別の支給限度額を転記する。 

 

  ⑪「合計単位数」※「種類別支給限度管理」表 

   市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、前記⑨「サービス単位

／金額」欄から、サービス種類別に単位数を合計し記載する。 

 

  ⑫「種類支給限度基準を超える単位数」※「種類別支給限度管理」表 

   前記⑩及び⑪の記載を行った場合（市町村が種類支給限度基準を定めてい

る場合）には、前記⑪「合計単位数」から前記⑩「種類支給限度基準額（単

位）」を差引き、種類別に支給限度基準を超える単位数を算出する。 

 

  ⑬「種類支給限度基準を超える単位数」 

   市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、前記⑫の「種類支給限

度基準を超える単位数」の合計に等しくなるように単位数を種類別に振り分

ける。 

 

  ⑭「種類支給限度基準内単位数」 

   市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、前記⑨「サービス単位

／金額」から前記⑬「種類支給限度基準を超える単位数」で割り振られた単

位数を差し引いた単位数を記載する。 

 

  ⑮「区分支給限度基準額（単位）」 

  「被保険者証」から、区分支給限度基準額を転記する。 

 

  ⑯「区分支給限度基準を超える単位数」 

   種類支給限度基準が設定されていない場合は、前記⑮から前記⑨「サービ

ス単位／金額」欄の合計欄の単位数を超える単位数を記載する。 

   種類支給限度基準額が設定されている場合は、前記⑮から前記⑭「種類支
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給限度基準内単位数」欄の合計欄を超える単位数を記載する。内訳について

は、合計欄に等しくなるように単位数を割り振る。 

 

  ⑰「区分支給限度基準内単位数」 

   種類支給限度基準が設定されていない場合は、前記⑨「サービス単位／金

額」から、前記⑯で割り振られた単位を差し引いた単位数を記載する。 

   種類支給限度基準が設定されている場合は、前記⑩「種類支給限度基準額

（単位）」から、前記⑯で割り振られた単位数を差し引いた単位数を記載する。 

 

  ⑱「単位数単価」 

   各事業所の所在地におけるサービス種類に対応する単位数当たりの単価

を、WAM NET『介護報酬情報提供システム』等の活用により確認し記載する。 

 

  ⑲「費用総額（保険対象分）」 

   前記⑰「区分支給限度基準内単位数」に前記⑱「単位数単価」を乗じて算

出した額（円未満切り捨て）を記載する。 

 

  ⑳「給付率（％）」 

   介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を百分率で記載する。利用者

負担の減額対象者、保険給付額の減額対象者等は、被保険者証、減額証等を

参考にして記載する。 

 

  ㉑「保険給付額」 

   前記⑲「費用総額（保険対象分）」に前記⑳「給付率」を乗じて算出した額

（円未満切り捨て）を記載する。 

 

  ㉒「利用者負担（保険対象分）」 

   前記⑲「費用総額（保険対象分）」から前記㉑「保険給付額」を差引いて算

出した額を記載する。 

   なお、端数処理の関係で、実際の事業者の徴収方法（毎回徴収するか、ま

とめて徴収するか）や、公費負担医療の適用によっては利用者負担が異なる

場合があるので注意すること。 

 

  ㉓「利用者負担（全額負担分）」 

   前記⑯「区分支給限度基準を超える単位数」に前記⑱「単位数単価」を乗

じて算出した額（円未満切り捨て）を記載する。 
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 （２）要介護認定期間中の短期入所利用日数 

 

  ①「前月までの利用日数」 

   サービス利用票の前月までの短期入所利用日数の合計を転記する。 

 

  ②「当月の計画利用日数」 

   当月中に計画に位置づけた短期入所サービスの利用日数のうち、限度額内

の単位数に相当する日数を記載する。 

 

  ③「累計利用日数」 

   ①と②の累計日数を記載する。 
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（別紙３） 

介護サービス計画書の様式について 

 

Ｉ 様式の基本的な考え方 

 

介護サービス計画書の様式は、単なる記録用紙ではなく、介護支援専門員が課

題分析の結果を踏まえて介護サービス計画（ケアプラン）を作成する思考の順序

や要点を表したものである必要がある。 

このような要件を備えた様式は、介護支援専門員に対する教育的な効果を持

つものであり、その様式を活用することにより、一定水準の介護サービス計画を

作成することができることを意味する。また、適切な様式は、介護支援専門員に

とって、介護サービス計画が作成し易く、サービス担当者会議（ケアカンファレ

ンス）に使い易いものとなる。 

前記の観点から、ここに介護サービス計画の標準的な様式及び記入要領を示

し、もって介護サービス計画の作成方法の理解及びサービス担当者間の共通の

視点での議論に資するものである。 

 

 

Ⅱ 介護サービス計画書の定義 

 

  介護保険法上の区分に基づき、以下のとおりに区分することとする。 

 

１．「居宅サービス計画書」 

介護保険法第八条第二十一項に規定する「居宅サービス計画」の作成に用いる様

式 

２．「施設サービス計画書」 

介護保険法第八条第二十三項に規定する「施設サービス計画」の作成に用いる様

式 

３．「介護サービス計画書」 

「居宅サービス計画」と「施設サービス計画」の両者の作成に用いる様式の総称 

 

 

Ⅲ 様式を作成するに当たっての前提（順不同） 

 

○利用者及びその家族からの開示請求がなされた場合には開示することを前提

に考える。 
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○サービス担当者会議に提出するものであることを前提に考える。 

○同一用紙に介護サービス計画の変更を継続して記録していくものではなく、

介護サービス計画の作成（変更）の都度、別の用紙（別葉）に記録する、時点

主義の様式を前提に考える。 

 

［記載要領］ 

本様式は、当初の介護サービス計画原案を作成する際に記載し、その後、介護

サービス計画の一部を変更する都度、別葉を使用して記載するものとする。但し、

サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更につ

いては、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続し

て記載することができるものとする。 

 

 

Ⅳ 「居宅サービス計画書」の記載項目について 

 

１．第１表：「居宅サービス計画書（１）」 

 

  ①「利用者名」 

  ［記載要領］ 

   当該居宅サービス計画の利用者名を記載する。 

 

  ②「生年月日」 

  ［記載要領］ 

   当該利用者の生年月日を記載する。 

 

  ③「住所」 

  ［記載要領］ 

   当該利用者の住所を記載する。 

 

  ④「居宅サービス計画作成者氏名」 

  ［記載要領］ 

   当該居宅サービス計画作成者（介護支援専門員）の氏名を記載する。 

 

  ⑤「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」 

  ［記載要領］ 

   当該居宅サービス計画作成者の所属する居宅介護支援事業者・事業所名及
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び所在地を記載する。 

 

  ⑥「居宅サービス計画作成（変更）日」 

  ［記載要領］ 

   当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。 

 

  ⑦「初回居宅サービス計画作成日」 

  ［理由］ 

   当該様式は、基本的には初回の居宅サービス計画作成後、変更の都度に別

葉に更新することを前提とするため、当該利用者が、いつの時点から継続し

て居宅介護支援を受けているか（いつからケアマネジメント関係にあるか）

を明示する必要がある。 

   これによって、当該居宅サービス計画作成者である介護支援専門員はもと

より、各種のサービス担当者に、サービス提供上の経過的な変化を観察する

ための動機が働き、モニタリングの不足による漫然とした不適切な処遇の継

続を防止し、利用者及びその家族の介護に関する意向や介護の必要性の変化

が常に居宅サービス計画に反映されることとなる。 

  ［記載要領］ 

   当該居宅介護支援事業所において当該利用者に関する居宅サービス計画

を初めて作成した日を記載する。 

 

  ⑧「初回・紹介・継続」 

  ［理由］ 

   当該利用者が、他の居宅介護支援事業所（同一居宅介護支援事業者の他の

事業所を含む。）または介護保険施設から紹介されたものであるか、当該居宅

介護支援事業所において初めて介護支援サービスを受けるものであるかを

明らかにすることにより、例えば、サービス担当者会議の場において、紹介

利用者であるにも関わらず、それまで居宅介護支援を行ってきた居宅介護支

援事業所等における支援記録を参考としないような事態を防止できる。また、

既に当該居宅介護支援事業所によって居宅介護支援を受けていることを明

示するために「継続」を設ける。 

  ［記載要領］ 

   当該利用者が、当該居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受

ける場合は「初回」に、他の居宅介護支援事業所（同一居宅介護支援事業者

の他の事業所を含む。以下同じ。）又は介護保険施設から紹介された場合は

「紹介」に、それ以外の場合は「継続」に○を付す。 
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   なお、「紹介」とは、当該利用者が他の居宅介護支援事業所又は介護保険施

設において既に居宅介護支援等を受けていた場合を指す。 

   また、「継続」とは、当該利用者が既に当該居宅介護支援事業所から居宅介

護支援を受けている場合を指す。 

   おって、当該居宅介護支援事業所において過去に居宅介護支援を提供した

経緯がある利用者が一定期間を経過した後に介護保険施設から紹介を受け

た場合には、「紹介」及び「継続」の両方を〇印で囲むものとする。 

  ［参考条文］ 

・厚生省令第三十八号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準」 

  第十五条（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

・厚生省令第三十九号「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基

準」 

  第八条（入退所）第六項 

・厚生省令第四十号「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準」 

  第九条（入退所）第五項 

・厚生省令第四十一号「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する

基準」 

  第九条（入退院）第五項 

 

  ⑨「認定済・申請中」 

  ［理由］ 

   認定により要介護状態区分が確定しているか、初回申請中又は変更申請中

で要介護状態区分が変動する等の可能性があるかを明らかにしておく必要

がある。 

  ［記載要領］ 

   「新規申請中」（前回「非該当」となり、再度申請している場合を含む。）、

「区分変更申請中」、「更新申請中であって前回の認定有効期間を超えている

場合」は、「申請中」に○を付す。それ以外の場合は「認定済」に○を付す。 

 

  ⑩「認定日」 

  ［理由］ 

   当該居宅サービス計画作成に係る要介護状態区分が、いつから継続してい

るかを把握することにより、例えば、長期間にわたり要介護状態区分に変化

がないような事例の点検に資する。 
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  ［記載要領］ 

   「要介護状態区分」が認定された日（認定の始期であり、初回申請者であ

れば申請日）を記載する。 

   「申請中」の場合は、申請日を記載する。認定に伴い当該居宅サービス計

画を変更する必要がある場合には、作成日の変更を行う。 

 

  ⑪「認定の有効期間」 

  ［理由］ 

   当該居宅サービス計画作成に係る要介護状態区分の有効期間が、いつまで

継続するのかを把握することにより、例えば、長時間にわたり要介護状態区

分に変化がないような事例の点検に資する。 

  ［記載要領］ 

   被保険者証に記載された「認定の有効期間」を転記する。 

 

  ⑫「要介護状態区分」 

  ［記載要領］ 

   被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記する。 

 

  ⑬「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」 

  ［理由］ 

   利用者とその介護を行う家族は不即不離の関係にある。介護や支援を受け

つつ、利用者や家族が、家庭や地域社会の構成員として自立した主体的・能

動的な生活を送ることが重要である。このため、利用者はもとよりその家族

が、介護や支援を受けつつ、どのような生活をしたいと望んでいるのかにつ

いて、明確に把握する必要がある。 

   このような主体的な生活への欲求と対応するサービスが一体となり初め

て効果的な援助が可能となる。 

   また、時として、このような意向が消極的な場合があるが、そのような場

合には自立意欲を高め、積極的な意向が表明できるよう援助する必要がある。 

  ［記載要領］ 

   利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度

で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのか意向を踏まえた

課題分析の結果を記載する。その際、課題分析の結果として、「自立支援」に

資するために解決しなければならない課題が把握できているか確認する。そ

のために、利用者の主訴や相談内容等を踏まえた利用者が持っている力や生

活環境等の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにしていくこと。 

資料４－38



   なお、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、各々の

主訴を区別して記載する。 

 

  ⑭「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」 

  ［理由］ 

   法第八十条第二項により、「指定居宅介護支援事業者は、被保険者証に認定

審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮して、指定居宅介護支

援を提供するよう努めなければならない」こととされている。 

   また、法第七十三条第二項により、「指定居宅サービス事業者は、被保険者

証に認定審査会意見（指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し被保

険者が留意すべき事項）が記載されているときは、その意見に配慮して、指

定居宅サービスを提供するよう努めなければならない」こととされている。 

   このため、介護支援専門員は、利用者について、法第二十七条（要介護認

定）第五項第一号、第二号に係る認定審査会意見が付されているか否かを被

保険者証により確認し、「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」が付

されている場合には、これを転記し、これに沿った居宅サービス計画を作成

するとともに、サービス担当者間の共通認識として確認しておく必要がある。 

  ［記載要領］ 

   被保険者証を確認し、「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」が記載

されている場合には、これを転記する。 

 

  ⑮「総合的な援助の方針」 

  ［理由］ 

   課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対

応して、介護支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、利用者の自立を

援助するために、どのようなチームケアを行おうとするのか、ケアチーム全

体が共有する理念を含む援助の指針を具体的に明らかにする必要がある。 

   ここでは、利用者及びその家族の自立を阻害する要因や、問題の所在、自

立に至る道筋を明らかにし、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」の解決

のための目標、具体策を示した上で、総合的な援助の方針が記される必要が

ある。 

   なお、「総合的な援助の方針」及び以下の「援助目標（長期目標・短期目標）」、

「援助内容（サービス内容、サービス種別等）」などは、利用者及びその家族

の状況の変動によって随時見直される必要があることは当然である。 

   さらに、あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合

には、対応機関やその連絡先等について記載することが望ましい。 
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  ［記載要領］ 

   課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対

応して、当該居宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサ

ービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、利用者及び家

族を含むケアチームが確認、検討の上、総合的な援助の方針を記載する。 

   あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対

応機関やその連絡先、また、あらかじめケアチームにおいて、どのような場

合を緊急事態と考えているかや、緊急時を想定した対応の方法等について記

載することが望ましい。例えば、利用者の状態が急変した場合の連携等や、

将来の予測やその際の多職種との連携を含む対応方法について記載する。 

 

  ⑯「生活援助中心型の算定理由」 

［記載要領］ 

   介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の

訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。 

   「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成十二年二

月十日厚生省告示第十九号）別表の１の注３に規定する「単身の世帯に属す

る利用者」の場合は、「１．一人暮らし」に、「家族若しくは親族（以下「家

族等」という。）と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等

の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難である

もの」の場合は、「２．家族等が障害、疾病等」に○を付す。また、家族等に

障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえない事情により、家事が

困難な場合等については、「３．その他」に○を付し、その事情の内容につい

て簡潔明瞭に記載する。事情の内容については、例えば、 

  ・ 家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合 

  ・ 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまう恐れがある場 

   合 

  ・ 家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合 

  などがある。（「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活 

  援助の取扱いについて」（平成 21 年 12 月 25 日老振発 1224 第１号）参照） 

 

 

 ２ 第２表：「居宅サービス計画書（２）」 

 

  ①「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」 

  ［理由］ 
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   「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を明確にすることは、居宅介護支

援の最初の段階である。様式としては、「総合的な援助の方針」が先に掲げら

れているが、この「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を明確にせずには、

「総合的な援助の方針」が立たないことは当然である。 

   なお、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」については、次の２点が重

要である。 

○生活全般にわたるものであること。 

      居宅サービス計画は、その達成により、介護や支援を受けながらも家

庭や地域社会において可能な限り自立した生活を営むことができるこ

とを目的として作成するものであり、利用者及びその家族の解決すべき

課題は、介護の問題のみにとどまらないこともある。 

        介護保険給付以外の社会的な制度やその他のサービス、私的な援助な

どにより解決されるべき課題についても、居宅サービス計画に位置付け

るよう努めることが大切である。 

○自立の阻害要因と利用者及びその家族の現状認識が明らかにされている

こと。 

       利用者の自立を阻害する要因等を分析し、解決すべき課題を設定する

とともに、利用者及び家族の現状認識を明らかにする。また、多くの場

合、解決すべき課題は複数の連動した相互関係を持つため、全体の解決

を図るためには緻密なプログラムが必要となる。利用者の自立を阻害す

る要因等の相互関係を構成する個々の解決すべき課題について明らか

にし、それを解決するための要点がどこにあるかを分析し、その波及す

る効果を予測して優先順位を付した上で、解決すべき課題をとりまとめ、

対応するサービスとしてどのようなサービスが、どのような方針で行わ

れる必要があるかが思考されなければならない。ただし、この優先順位

は絶対的なものではなく、必要に応じて見直しを行うべきものであるこ

とに留意する。 

 ［記載要領］ 

   利用者の自立を阻害する要因等であって、個々の解決すべき課題（ニーズ）

についてその相互関係をも含めて明らかにし、それを解決するための要点が

どこにあるかを分析し、その波及する効果を予測して原則として優先度合い

が高いものから順に記載する。具体的には、利用者の生活全般の解決すべき

課題（ニーズ）の中で、解決していかなければならない課題の優先順位を見

立て、そこから目標を立て、 

  ・ 利用者自身の力で取り組めること 

  ・ 家族や地域の協力でできること 
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  ・ ケアチームが支援すること 

  で、できるようになることなどを整理し、具体的な方法や手段をわかりやす

く記載する。 

   目標に対する援助内容では、「いつまでに、誰が、何を行い、どのようにな

るのか」という目標達成に向けた取り組みの内容やサービスの種別・頻度や

期間を設定する。 

  ［参考条文］ 

   ・厚生省令第三十八号第十三条第六号 

   ・厚生省令第三十八号第十三条第十二号及び第十五号 

 

  ②「目標（長期目標・短期目標）」 

  ［理由］ 

   「目標」は、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対応して設定され

るべきものである。 

   通常において、解決すべき課題の達成は、段階的に行われるものと考えら

れ、綿密な計画的支援の積み重ねが必要となる。「目標」を、「長期目標」と

「短期目標」に区分するのはこのためである。 

   したがって、「長期目標」を達成するための各段階を「短期目標」として明

確化し、計画的支援に結びつけるのがこの「目標」のねらいである。 

   すなわち、必要な「サービス内容（→④参照）」は、主として「短期目標」

に対応して導き出されるものであり、明確な「短期目標」が設定されなけれ

ば必要な「援助内容」やその援助方針を明確にできないこととなる。 

  ［記載要領］ 

   「長期目標」は、基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定するも

のである。 

   ただし、解決すべき課題が短期的に解決される場合やいくつかの課題が解

決されて初めて達成可能な場合には、複数の長期目標が設定されることもあ

る。 

   「短期目標」は、解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に

結びつけるものである。 

   緊急対応が必要になった場合には、一時的にサービスは大きく変動するが、

目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず、緊急対応が落ち着いた

段階で、再度、「長期目標」・「短期目標」の見直しを行い記載する。 

   なお、抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載する

こととし、かつ目標は、実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはなら

ない。 
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  ③（「長期目標」及び「短期目標」に付する）「期間」 

  ［理由］ 

   「長期目標」・「短期目標」のいずれにも、「期間」を設定することにしてい

る。目標は達成するために立てられるものであり、目標を達成するために居

宅サービス計画があるものである。 

   この「期間」を設定する理由としては、計画的に支援するということと、

期間の終期に目標の達成が図られているか居宅介護支援の評価を行うこと

により、例えば、長期間にわたって漫然とした支援を行うようなことを防止

するという二つがある。 

  ［記載要領］ 

   「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」を、

いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。 

   「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階とし

て設定した「短期目標」の達成期限を記載する。 

   また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特

定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差

し支えないものとする。 

   なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。 

 

 

  ④「サービス内容」 

  ［理由］ 

   「短期目標」の達成に必要な最適のサービスの内容とその方針を明らかに

する必要がある。 

   この際、同種の居宅サービスであっても、そのサービスの特性や利用者の

希望などにより、いずれの居宅サービス事業者のサービスが最も相応しいか

を評価・選択し、「サービス種別」欄に記載していく順番となる。 

   なお、この際、できるだけ家族が行う援助の内容も明確に記載し、外部サ

ービスと併せて、全体として、どのようなサービス体制が組まれているかを

明らかにすることが重要である。 

   また、特にインフォーマルなサービスや他の制度等に基づくサービス等に

おいては、当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービス

があり、そのサービスがニーズに反せず・利用者及びその家族に定着してい

る場合には、これに配慮し、調和のとれた居宅サービス計画とする必要があ

る。ただし、介護支援専門員は、必要性が少ない居宅サービスの漫然とした
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延長等については当該居宅サービスの意義等を十分説明し、理解を得る必要

がある。 

  ［記載要領］ 

   「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明

らかにし、適切・簡潔に記載する。 

   この際、家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも明記

し、また、当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービス

についても、そのサービスがニーズに反せず、利用者及びその家族に定着し

ている場合には、これも記載する。 

   なお、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位

置付ける場合にあっては、その理由の妥当性を検討し、当該居宅サービス計

画に訪問介護が必要な理由を記載する必要があるが、その理由を当該欄に記

載しても差し支えない。 

 

  ⑤「保険給付の対象となるかどうかの区分」 

  ［理由］ 

   「サービス内容」には、保険給付の対象となる居宅サービスのみならず、

市町村が実施する一般老人保健福祉施策、家族や近隣などのインフォーマル

なサービスを含むため、保険給付対象内サービスのみを対象とする給付管理

票への転記を容易にするため、本欄を設ける。 

  ［記載要領］ 

   「サービス内容」中、保険給付対象内サービスについて○印を付す。 

 

  ⑥「サービス種別」 

  ［理由］ 

   「サービス内容」及びその提供方針を適切に実行することができる居宅サ

ービス事業者を選定する必要がある。 

   なお、家族が担う介護部分については、介護者を特定して明らかにしてお

く必要がある。 

  ［記載要領］ 

   「サービス内容」及びその提供方針を適切に実行することができる居宅サ

ービス事業者等を選定し、具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供

を行う「事業所名」を記載する。 

   家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する。 

 

  ⑦「頻度」・「期間」 
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  ［理由］ 

   「サービス内容」に掲げたサービスを、どの程度の「頻度」で実施するか

を明らかにする必要がある。 

   「サービス種別」、「頻度」及び「期間」は給付管理に直結しており、「頻度」

を明らかにすることによって、居宅サービス計画の内容を、利用者及びその

家族、各種サービス担当者間で定期的に合意・確認することに役立つのみな

らず、支給限度額内外において如何に効果的にサービスを組み合わせるかを

考える要点が明らかとなる。 

  ［記載要領］ 

   「頻度」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「頻度（一定

期間内での回数、実施曜日等）」で実施するかを記載する。 

   「期間」は、「サービス内容」に掲げたサービスをどの程度の「期間」にわ

たり実施するかを記載する。 

   なお、「期間」の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。 

 

  ⑧ 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とする理由 

［理由］ 

福祉用具については、利用者の心身の状況に合わない福祉用具が提供され

ることで自立を妨げてしまうおそれもあり、自立支援の観点から、適切な福

祉用具が選定され利用されるように、福祉用具を必要とする理由を把握する

ことが重要である。 

［記載要領］ 

福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合

においては、「生活全般の解決すべき課題」・「サービス内容」等に当該サービ

スを必要とする理由が明らかになるように記載する。 

なお、理由については、別の用紙（別葉）に記載しても差し支えない。  

 

 ３ 第３表：「週間サービス計画表」 

 

  ①「主な日常生活上の活動」 

  ［理由］ 

   利用者の起床や就寝、食事、排泄など主要な日常生活に関する活動を明ら

かにし、対応するサービスとの関係がわかるようにする。 

  ［記載要領］ 

   利用者の起床や就寝、食事、排泄などの平均的な一日の過ごし方について

記載する。例えば、食事については、朝食・昼食・夕食を記載し、その他の
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例として、入浴、清拭、洗面、口腔清掃、整容、更衣、水分補給、体位変換、

家族の来訪や支援など、家族の支援や利用者のセルフケアなどを含む生活全

体の流れが見えるように記載する。 

   なお、当該様式については、時間軸、曜日軸の縦横をどちらにとってもか

まわない。 

 

  ②「週単位以外のサービス」 

   各月に利用する短期入所等、福祉用具、住宅改修、医療機関等への受信状

況や通院状況、その他の外出や「多様な主体により提供される利用者の日常

生活全般を支援するサービス」などを記載する。 

 

 

 ４ 第４表：「サービス担当者会議の要点」 

 

  ①「利用者名」 

  ［記載要領］第１表から転記する。 

 

  ②「生年月日」 

  ［記載要領］第１表から転記する。 

 

  ③「住所」 

  ［記載要領］第１表から転記する。 

 

  ④「居宅サービス計画作成者氏名」 

  ［記載要領］第１表から転記する。 

 

  ⑤「開催日」 

  ［記載要領］ 

   当該会議の開催日を記載する。 

 

  ⑥「開催場所」 

  ［記載要領］ 

   当該会議の開催場所を記載する。 

 

  ⑦「開催時間」 

  ［記載要領］ 
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   当該会議の開催時間を記載する。 

 

  ⑧「開催回数」 

  ［記載要領］ 

   当該会議の開催回数を記載する。 

 

  ⑨「会議出席者」 

  ［記載要領］ 

   当該会議の出席者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載する。本人又はそ

の家族が出席した場合には、その旨についても記入する。記載方法について

は、「会議出席者」の欄に記載、もしくは、「所属（職種）」の欄を活用して差

し支えない。また、当該会議に出席できないサービス担当者がいる場合には、

その者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載するとともに当該会議に出席で

きない理由についても記入する。なお、当該会議に出席できないサービス担

当者の「所属（職種）」、「氏名」又は当該会議に出席できない理由について他

の書類等により確認することができる場合は、本表への記載を省略して差し

支えない。 

 

  ⑩「検討した項目」 

  ［記載要領］ 

   当該会議において検討した項目について記載する。当該会議に出席できな

いサービス担当者がいる場合には、その者に照会（依頼）した年月日、内容

及び回答を記載する。また、サービス担当者会議を開催しない場合には、そ

の理由を記載するとともに、サービス担当者の氏名、照会（依頼）年月日、

照会（依頼）した内容及び回答を記載する。なお、サービス担当者会議を開

催しない理由又はサービス担当者の氏名、照会（依頼）年月日若しくは照会

（依頼）した内容及び回答について他の書類等により確認することができる

場合は、本表への記載を省略して差し支えない。 

 

  ⑪「検討内容」 

  ［記載要領］ 

   当該会議において検討した項目について、それぞれ検討内容を記載する。 

   その際、サービス内容だけでなく、サービスの提供方法、留意点、頻度、 

時間数、担当者等を具体的に記載する。 

なお、⑩「検討した項目」及び⑪「検討内容」については、一つの欄に統 

  合し、合わせて記載しても差し支えない。 
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  ⑫「結論」 

  ［記載要領］ 

   当該会議における結論について記載する。 

 

  ⑬「残された課題（次回の開催時期等）」 

  ［記載要領］ 

   必要があるにもかかわらず社会資源が地域に不足しているため未充足と

なった場合や、必要と考えられるが本人の希望等により利用しなかった居宅

サービスや次回の開催時期、開催方針等を記載する。 

 

   なお、これらの項目の記載については、当該会議の要点を記載するもので 

  あることから、第三者が読んでも内容を把握、理解できるように記載する。 

 

 

 ５ 第５表：「居宅介護支援経過」 

 

 ［記載要領］ 

  モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標 

の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について 

記載する。 

  漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。 

  第５表「居宅介護支援経過」は、介護支援専門員等がケアマネジメントを推

進する上での判断の根拠や介護報酬請求に係る内容等を記録するものであるこ

とから、介護支援専門員が日頃の活動を通じて把握したことや判断したこと、持

ち越された課題などを、記録の日付や情報収集の手段（「訪問」（自宅や事業所等

の訪問先を記載）、「電話」・「ＦＡＸ」・「メール」（これらは発信（送信）・受信が

わかるように記載）等）とその内容について、時系列で誰もが理解できるように

記載する。 

そのため、具体的には、 

・ 日時（時間）、曜日、対応者、記載者（署名） 

・ 利用者や家族の発言内容 

・ サービス事業者等との調整、支援内容等 

・ 居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断 

等の客観的な事実や判断の根拠を、簡潔かつ適切な表現で記載する。 

簡潔かつ適切な表現については、誰もが理解できるように、例えば、 
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・ 文章における主語と述語を明確にする、 

・ 共通的でない略語や専門用語は用いない、 

・ 曖昧な抽象的な表現を避ける、 

・ 箇条書きを活用する、 

等わかりやすく記載する。 

なお、モニタリングを通じて把握した内容ついて、モニタリングシート等を

活用している場合については、例えば、「モニタリングシート等（別紙）参照」

等と記載して差し支えない。（重複記載は不要） 

ただし、「（別紙）参照」については、多用することは避け、その場合、本表

に概要をわかるように記載しておくことが望ましい。 

※ モニタリングシート等を別途作成していない場合は本表への記載でも可。 

 

 Ｖ．「サービス利用票（兼居宅サービス計画）」について 

 

 居宅介護支援事業者は、IV に定める「居宅サービス計画書」において作成さ

れた居宅サービス計画の内、保険給付対象内のサービスについては、サービスの

実績管理（給付管理票の作成）を月を単位として行い、その結果を国民健康保険

連合会に提出するという、一連の「給付管理業務」を行うこととなる。 

  また、「居宅サービス計画」に位置づけた指定居宅サービス等は、保険給付の

対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の内容について利

用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得なければならないとし

ており、「給付管理業務」が月を単位として行われるため、当該「居宅サービス

計画の説明及び同意」についても月毎に確認を要することとなる。 

  このため、IV に定める「居宅サービス計画書」のうち前記内容を踏まえ月毎

単位で作成するのが「サービス利用票（兼居宅サービス計画）」である。 

  なお、利用者に「居宅サービス計画の説明及び同意」を得るにあたっては、

当該「居宅サービス計画書」の第１表から第３表まで、第６表及び第７表を提示

しなければならない。 

 ［参考条文］ 

   ・厚生省令第三十八号第十三条第十号 

 

 １ 第６表：「サービス利用票（兼居宅サービス計画）」 

 

 ［記載要領］ 

   「居宅サービス計画原案」に位置づけられたサービスをもとに、月単位で作

成する。 
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  ①「認定済・申請中の区分」 

   「認定済」・「申請中」の区分のどちらかをＯで囲む。「新規申請中」、「区分

変更申請中」及び「更新申請中に当該認定有効期間を超えた場合」について

は「申請中」となり、その他の場合が「認定済」となる。 

 

  ②「対象年月」 

   居宅サービス計画の対象となる年月を和暦で記載する。 

 

  ③「保険者番号」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ④「保険者名」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑤「被保険者番号」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑥「被保険者氏名」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑦「生年月日」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑧「性別」 

   被保険者証または資格者証に記載された内容を転記する。 

 

  ⑨「要介護状態区分」 

   「認定済」の場合は、被保険者証に記載された要介護状態区分を○で囲む。

「申請中」の場合は、居宅サービス計画作成に当たって前提とした要介護状

態区分を○で囲む。 

 

  ⑩「変更後要介護状態区分・変更日」 

   月の途中で要介護状態区分に変更があった場合に、変更後の要介護状態区

分を○で囲み、変更日を記載する。 

 

資料４－50



  ⑪「居宅介護支援事業者事業所名担当者名」 

   居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所の名称及び担当者名を

記載する。ただし、利用者が作成した場合は記載する必要はない。 

 

  ⑫「作成年月日」 

   居宅サービス計画からサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付

を記載する。居宅サービス計画の変更を行った場合は、変更後の居宅サービ

ス計画に基づいてサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載

する。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。 

 

  ⑬「利用者確認」 

   居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票（控）に、利用者の確認を

受ける。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。 

 

  ⑭「保険者確認印」 

   利用者が自ら作成した居宅サービス計画に基づきサービス利用票を作成

した場合に、その受付を行った市町村が確認印を押印する。ただし、居宅介

護支援事業者が作成したサービス利用票を受け付けた場合は、押印する必要

はない。 

 

  ⑮「届出年月日」 

   利用者が自ら作成した居宅サービス計画に基づきサービス利用票を作成

した場合に、その受付を行った市町村が市町村に届け出た年月日を記載する。

ただし、居宅介護支援事業者が作成したサービス利用票を受け付けた場合は、

記載する必要はない。 

 

  ⑯「区分支給限度基準額」 

   被保険者証に記載された支給限度基準額（単位数）を記載する。「申請中」

の場合は、居宅サービス計画作成に当たって前提とした要介護状態区分に応

じた１月間当たりの支給限度基準額（単位数）（月途中の変更がある場合には、

重い方の「要介護状態区分」に対応した額と一致する。）を記載する。 

 

  ⑰「限度額適用期間」 

   被保険者証に記載された限度額適用期間を記載する。 

 

  ⑱「前月までの短期入所利用日数」 
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   計画対象月までの短期入所利用日数を記載する。新規認定申請中の場合は、 

「０」と記載する。 

 

  ⑲「曜日」 

   対象月における日付に対応する曜日を記載する。 

 

  ⑳「提供時間帯」 

   サービス提供開始から終了までの予定時刻を 24 時間制で記載する。サー

ビス提供時間帯が決まっているものは、提供時間帯の早い順（0:00～24:00）

に記載する。ただし、福祉用具貸与及び短期入所サービスの場合は、記載す

る必要はない。 

 

  ㉑「サービス内容」 

   適用するサービスコードに対応するサービスの名称（「介護給付費単位数・

サービスコード表」の省略名称）を記載する。 

 

  ㉒「サービス事業者事業所名」 

   サービス提供を行う事業所の名称を記載する。 

 

  ㉓「予定」 

   該当するサービスの提供回数（通常は「１」）を記載する。ただし、福祉用

具貸与の場合は、記載する必要はない。 

 

  ㉔「実績」 

   サービスを提供した事業所が実績を記載する。計画を作成する時点での記

載は、必要ない。 

 

  ㉕「合計回数」 

   各行の「予定」欄に記載された提供回数の合計を記載する。ただし、福祉

用具貸与の場合は、記載する必要はない。 

 

 ２ 第７表：「サービス利用票別表」 

 

 ［記載要領］ 

 （１）第６表「サービス利用票」の各行から、支給限度管理の対象となるサー

ビスを全て転記する。記載は、サービス提供事業所毎に記載することとし、同一
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事業所で複数のサービスを提供する場合は、サービスコード毎に記載する。また、

事業所又はサービス種類（サービスコードの上二桁）が変わる毎に、その事業所

又はサービス種類毎の集計値を記載するための集計行を１行ずつ挿入する。（１

つのサービス種類について１つしかサービスコードがない場合は、集計行は不

要。） 

 

  ①「事業所名」 

   第６表「サービス利用票」の㉒「サービス事業者事業所名」欄から転記す

る。集計行にも対象事業所名を記載する。 

 

  ②「事業所番号」 

   前記①「事業所名」に対応する事業所番号を WAM NET の『介護報酬情報提

供システム』等により確認して記載する。集計行にも対象事業所の事業所番

号を記載する。 

 

  ③「サービス内容／種類」 

   第６表「サービス利用票」の㉑「サービス内容」欄から転記する。集計行

には、サービス種類の名称を記載する。 

 

  ④「サービスコード」 

   前記③「サービス内容／種類」に対応するサービスコードを『介護給付費

単位数サービスコード表』により確認して記載する。集計行には、記載する

必要はない。 

 

  ⑤「単位数」 

   前記④「サービスコード」に対応する１回当たりの単位を『介護給付費単

位数サービスコード表』により確認して記載する。ただし、福祉用具貸与の

場合は、記載する必要はない。また、集計行には、記載する必要はない。 

 

  ⑥「割引後率（％）」 

   料金割引を行っている場合には、前記③「サービス内容／種類」に対応す

る割引率を確認し、割引後の率（割引後率＝１００％－割引率（％））を WAM 

NET の『介護報酬情報提供システム』等の活用により確認し記載する。 

 

  ⑦「割引後単位数」 

   前記⑥の記載を行っている場合（料金割引を行っている場合）には、前記
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⑤「単位数」に前記⑥「割引後率」を乗じて算出した割引後の単位数（小数

点以下四捨五入）を記載する。 

 

  ⑧「回数」 

   第６表「サービス利用票」の㉓「予定」欄から１月間分の合計回数（同表

の㉕「合計回数」欄）を転記する。ただし、福祉用具貸与の場合は、記載す

る必要はない。また、集計行には、記載する必要はない。 

 

  ⑨「サービス単位／金額」 

   前記⑤「単位数」（料金割引を行っている場合は、前記⑦「割引後単位数」）

に前記⑧「回数」を乗じて算出した結果を、集計行を識別できるよう括弧書

き等により記載する。区分支給限度管理対象外のサービス（特別地域加算等）

については、合計には含めないため、識別できるよう記載する。福祉用具貸

与の場合は、実際の費用額を単位数当たり単価で除した結果（小数点以下四

捨五入）を記載する。 

 

  ⑩「種類支給限度基準額（単位）」※「種類別支給限度管理」表 

   市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、「被保険者証」から、種

類別の支給限度額を転記する。 

 

  ⑪「合計単位数」※「種類別支給限度管理」表 

   市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、前記⑨「サービス単位

／金額」欄から、サービス種類別に単位数を合計し記載する。 

 

  ⑫「種類支給限度基準を超える単位数」※「種類別支給限度管理」表 

   前記⑩及び⑪の記載を行った場合（市町村が種類支給限度基準を定めてい

る場合）には、前記⑪「合計単位数」から前記⑩「種類支給限度基準額（単

位）」を差引き、種類別に支給限度基準を超える単位数を算出する。 

 

  ⑬「種類支給限度基準を超える単位数」 

   市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、前記⑫の「種類支給限

度基準を超える単位数」の合計に等しくなるように単位数を種類別に振り分

ける。 

 

  ⑭「種類支給限度基準内単位数」 

   市町村が種類支給限度基準を定めている場合には、前記⑨「サービス単位
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／金額」から前記⑬「種類支給限度基準を超える単位数」で割り振られた単

位数を差し引いた単位数を記載する。 

 

  ⑮「区分支給限度基準額（単位）」 

   「被保険者証」から、区分支給限度基準額を転記する。 

 

  ⑯「区分支給限度基準を超える単位数」 

種類支給限度基準が設定されていない場合は、前記⑮から前記⑨「サービ

ス単位／金額」欄の合計欄の単位数を超える単位数を記載する。 

   種類支給限度基準額が設定されている場合は、前記⑮から前記⑭「種類支

給限度基準内単位数」欄の合計欄を超える単位数を記載する。内訳について

は、合計欄に等しくなるように単位数を割り振る。 

 

  ⑰「区分支給限度基準内単位数」 

   種類支給限度基準が設定されていない場合は、前記⑨「サービス単位／金

額」から、前記⑯で割り振られた単位を差し引いた単位数を記載する。 

   種類支給限度基準が設定されている場合は、前記⑩「種類支給限度基準（単

位）」から、前記⑯で割り振られた単位数を差し引いた単位数を記載する。 

 

  ⑱「単位数単価」 

   各事業所の所在地におけるサービス種類に対応する単位数当たりの単価

を、WAM NET『介護報酬情報提供システム』等の活用により確認し記載する。 

 

  ⑲「費用総額（保険対象分）」 

   前記⑰「区分支給限度基準内単位数」に前記⑱「単位数単価」を乗じて算

出した額（円未満切り捨て）を記載する。 

 

  ⑳「給付率（％）」 

   介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を百分率で記載する。利用者

負担の減額対象者、保険給付額の減額対象者等は、被保険者証、減額証等を

参考にして記載する。 

 

  ㉑「保険給付額」 

   前記⑲「費用総額（保険対象分）」に前記⑳「給付率」を乗じて算出した額

（円未満切り捨て）を記載する。 
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  ㉒「利用者負担（保険対象分）」 

   前記⑲「費用総額（保険対象分）」から前記㉑「保険給付額」を差引いて算

出した額を記載する。 

   なお、端数処理の関係で、実際の事業者の徴収方法（毎回徴収するか、ま

とめて徴収するか）や、公費負担医療の適用によっては利用者負担が異なる

場合があるので注意すること。 

 

  ㉓「利用者負担（全額負担分）」 

   前記⑯「区分支給限度基準を超える単位数」に前記⑱「単位数単価」を乗

じて算出した額（円未満切り捨て）を記載する。 

 

 （２）要介護認定期間中の短期入所利用日数 

 

  ①「前月までの利用日数」 

   サービス利用票の前月までの短期入所利用日数の合計を転記する。 

 

  ②「当月の計画利用日数」 

   当月中に計画に位置づけた短期入所サービスの利用日数のうち、限度額内

の単位数に相当する日数を記載する。 

 

  ③「累計利用日数」 

   ①と②の累計日数を記載する。 

 

 

VI 「施設サービス計画書」の記載項目について（「居宅サービス計画書」との

相違点） 

 

 １ 第１表：「施設サービス計画書（１）」 

 

  ①「施設サービス計画作成者氏名及び職種」 

  ［記載要領］ 

   当該施設サービス計画作成者の氏名及び職種を記載する。 

 

  ②「要介護状態区分」 

  ［居宅サービス計画書との相違点］ 

   経過措置入所者に対応するため「その他」を挿入。 
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  ［記載要領］ 

   被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記する。 

 

 ２ 第２表：「施設サービス計画書（２）」 

 

  ①「サービス内容」 

  ［居宅サービス計画書との相違点］ 

   理美容サービスや特別の食事など保険給付対象外のサービスについての

記載。 

  ［記載要領］ 

   「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明

らかにし、適切・簡潔に記載する。 

   この際、できるだけ家族による援助も明記し、また、当該居宅サービス計

画作成時において既に行われているサービスについても、そのサービスがニ

ーズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、これも記載す

る。 

   なお、理美容サービスや特別の食事など保険給付対象外のサービスについ

て○印を付すと管理しやすい。 

 

  ②「担当者」 

  ［居宅サービス計画書との相違点］ 

   「援助内容」欄のうち、「サービス種別」を「担当者」欄に変更。 

  ［記載要領］ 

   記載した「サービス内容」に基づきサービスを提供する「担当者」を記載

する。 

 

 ３ 第３表：「週間サービス計画表」 

 

 ［居宅サービス計画書との相違点］ 

   第４表「日課計画表」との選定による使用を可能とする。 

 

 ４ 第４表：「日課計画表」 

 

 ［記載要領］ 

  「共通サービス」及び「担当者」には、日常の業務として他の利用者と共通

して実施するサービス（右欄「共通サービスの例」参照）とその担当者を記
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載する。 

  「個別サービス」及び「担当者」には、当該利用者に個別に実施するサービ

スとその担当者を記載する。 
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

Vol.９５９ 

令和３年３月３１日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

介護保険計画課、高齢者支援課、 

認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 
← 厚生労働省 介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

今回の内容 

 

居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の 

取扱いについて 

計１３枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3936) 

FAX : 03-3503-7894 
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老介発 0331 第 1 号 

老高発 0331 第 2 号 

老認発 0331 第 3 号 

老老発 0331 第 2 号 

令和３年３月３１日 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御中 

各 介 護 保 険 関 係 団 体 

 

厚生労働省老健局介 護 保 険 計 画 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

高 齢 者 支 援 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

認知症施策・地域介護推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

老 人 保 健 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて 

 

 居宅介護支援に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについては、全国介護保険・

高齢者保健福祉担当課長会議（令和２年度）の資料においてお示ししたとおり、「居宅介

護支援における業務負担等に関する調査研究事業（令和２年度老人保健健康増進等事業）」

（（株）三菱総合研究所実施）において、現場の実践者を中心に委員会を設置し、居宅介

護支援における業務負担の軽減等を通じた環境整備を図る観点や、介護支援専門員を取り

巻く環境や業務の変化を前提に、質の担保を図りつつ、対応可能な具体的かつ実質的な業

務負担の軽減等の議論を行ってきたところですが、当該事業を踏まえ、今般、別添のとお

り「「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について」

（平成22年７月30日老介発0730 第１号・老高発0730 第１号・老振発0730第１号・老

老発 0730 第１号）を一部改正し、標記通知を発出いたしますので、各都道府県におかれ

ましては、趣旨をご理解の上、管内市区町村、関係団体、関係機関に周知徹底を図るとと

もに、その運用に遺憾のないようお願いいたします。 

 なお、別添のうち、今般の改正以外の内容については、既にお示ししているところです

が、発出してから、長期間経過し、各項目に係る取扱いの周知が徹底されていないことや、 

居宅介護支援事業所と各保険者において、認識が一致しないなどの状況が生じている等の

ご意見がある旨承知しております。 
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各項目に係る取扱いの可否については、介護支援専門員の判断を十分に踏まえ、各市町

村においては、その可否に係る判断にあたっては根拠を示し、双方が理解できる形で対応

がなされるよう、改めて特段のご配意をお願いいたします。 

そのため、日頃から、居宅介護支援事業所におかれましては、例えば、各地域の職能団

体等を通じて、今般の各項目に係る取扱いについて、各地域の実情を踏まえた基本的な考

え方等の整理や合意が図られるよう、意見交換会や協議の場等の開催を各市町村に提案し、

一方、各市町村におかれましては、これらの場を積極的に活用し、双方の認識共有、合意

形成の一層の充実に努められますよう併せてお願いいたします。 

また、平成 30 年４月から居宅介護支援事業所の指定権限を各都道府県から市町村に移

譲し、これまで全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議においてもお願いしてきたと

ころでありますが、各都道府県におかれましては、改めて市町村に対して必要な支援を実

施していただくよう、上記について、ご承知いただき、適切な支援や対応をお願いいたし

ます。 

なお、当該通知の「Ⅰ 居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援

専門員関係」については、本通知の適用に伴い廃止します。 

また、当該事業に係る報告書については、事業完了次第、ご参考いただくために別途そ

の掲載先をお知らせいたしますので、あらかじめご了知いただきますようお願いいたしま

す。 

 

・（別添）居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項 

目及び項目に対する取扱い 

・（参考）「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応につ 

いて」（平成22年７月30日老介発0730第１号・老高発0730第１号・老振発0730第 

１号・老老発0730第１号）（別添）の一部改正後全文 
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（別添）

居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い

（２）居宅サービス計画書の更新の時期の明確
化について

　居宅サービス計画書の更新（変更）については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（平成11年７月29日老企22厚生労働省老人保健福祉局企画課、以下「基準の解釈通知」
という。）の「第二　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「３　運営に関する基準」において、
　①モニタリングを行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等に応じて居宅サービスを変更（⑬居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等）
　②介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合（※）には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専
門的な見地からの意見を求めるものとする（⑮居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等よる専門的意見の聴取）
と規定しているところである。

したがって、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚令38、以下「基準」という。）においても、モニタリングにより利用者の状態（解決すべき課題）に変化が認められる場合や、要
介護認定の更新時において、居宅サービス計画書の更新（変更）を求めているところであり、これを周知徹底したい。

※基準第13条15
　　介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。（中略）

　イ　要介護認定を受けている利用者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合
　ロ　要介護認定を受けている利用者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

（３）緊急入院等におけるモニタリングの例外に
ついて

　基準の解釈通知の「第Ⅱ　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準　３　運営に関する基準　（７）指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針　⑭モニタリングの実施」において、
「特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利用者の居宅で面接を行い（以下略）」とされている。
　さらに、「特段の事情」とは、「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すもの」としているところである。
　従って、入院・入所等利用者の事情により利用者の居宅において面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。
　ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。

（４）「家族旅行」などで、ショートステイを利用す
る際のサービス担当者会議とモニタリングの取
扱について（会議とモニタリングを同時に行うこ
とができるか否かについて）

　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚令38）の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについては、第１条に掲げる基本方針を達成するために必要となる
業務を列挙しているものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めていくことが必要となる。
　しかしながら、より効果的・効率的な支援を実施することが可能な場合は、必ずしも同基準に掲げるプロセスの順序に固執するものではなく、例えば、困難事例への対応に関して、関係機関が集まって、それぞ
れの機関が把握している情報を共有し、まずは現状の評価を行うという場合について、サービス担当者会議とモニタリングを同時に行うことも考えられる。

項目 項目に対する取扱い

１　居宅介護支援

（１）居宅介護サービス計画書（ケアプラン）の記
入例について

　居宅介護サービス計画書（ケアプラン）の記入例については、例えば、

・「居宅サービス計画書作成の手引」（発行（財）長寿社会開発センター）
・「居宅サービス計画ガイドライン」（発行（福）全国社会福祉協議会）

など、市販されている参考書籍が多数発刊されている。また、介護支援専門員実務研修なども地域において様々開催され、特にケアマネの資格取得に必修となっている「実務研修」には「居宅サービス計画等の
作成」、一定の実務経験をもとに専門知識の習得を目指す「専門研修」においても事例研究等の研修課程を設けているところであり、これらの活用を図られたい。
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２　介護予防支援

（１）地域包括支援センターの指定介護予防支
援業務の委託に関する事務手続きについて

　要支援者に係る地域包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託の事務手続きについては、「介護予防支援業務の実施に当たり重点化・効率化が可能な事項について」（平成19年７月23日老振発
0723001・老老発0723001、厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知）の１（３）において、「介護予防サービス・支援計画書（中略）の作成契約は、利用者及び地域包括支援センターとの間で締結するもの
であり、地域包括支援センターが介護予防サービス・支援計画書作成を指定居宅介護支援事業者（中略）に委託している場合であっても、利用者と委託先の指定居宅介護支援事業者との間で改めて契約を締結
する必要はない。」とされているところであり、利用者は地域包括支援センターと委託先の居宅介護支援事業者の両者と契約する必要はないので、ご留意されたい。
　ただし、利用者、地域包括支援センター、委託先の居宅介護支援事業所の三者の間の役割分担上の混乱を避ける観点から、一定の取り決めを行うことも想定される。

（２）介護予防支援業務における介護予防支援・
サービス評価表の記載内容について

　介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容については、保険者の自主的な判断により介護予防を推進していく観点から、保険者において個別に最良の様式を定めていることから、
個々の評価表において記載されている内容にある程度差が生じることは想定されるところである。
　なお、国においては、「介護予防支援業務に係る関係様式例の提示について」（平成18年３月31日老振発0331009号厚生労働省老健局振興課長通知）の「介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領」の「４
介護予防サービス・支援評価表」において標準様式を示しているところであり、今後も活用されたい。
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担当介護支援専門員の変更

　契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更（但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。）のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があ
るものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画
の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

福祉用具で同等の用具に変更するに際して単
位数のみが異なる場合

　福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画
の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

目標もサービスも変わらない（利用者の状況以
外の原因による）単なる事業所変更

　目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外の原因による）単なる事業所変更については、「軽微な変更」に配当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画
の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

目標を達成するためのサービス内容が変わる
だけの場合

　第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標、サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する
場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画
の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

利用者の住所変更
　利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画
の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

事業所の名称変更
　単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画
の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

目標期間の延長

　単なる目標設定期間の延長を行う場合（ケアプラン上の目標設定（課題や期間）を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など）については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えら
れる。
　なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計
画の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

３　ケアプランの軽微な変更の内
容について（ケアプランの作成）

　「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成11年７月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）」（以下、「基準の解釈通知」という。）の「第Ⅱ　指定居宅介護支援等
の事業の人員及び運営に関する基準」の「３　運営に関する基準」の「（７）指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑯居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際に
は、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚令38、以下「基準」という。）の第13条第３号から第12号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行う
ことを規定している。
　なお、「利用者の希望による軽微な変更（サービス提供日時の変更等）を行う場合には、この必要はないものとする。」としているところである。

サービス提供の曜日変更
　利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画
の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

サービス提供の回数変更
　同一事業所における週１回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画
の提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
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看取り期など限定的な局面時における暫定ケア
プラン作成時のプロセスの取扱いについて

　暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン（原案）においても同様の内容が見込まれる場合（典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。）は、暫定ケアプラン作成の際に
行った「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成11年３月31日厚令38）の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はな
い。

ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当
者会議の全事業所招集の必要性

　ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
　ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照
会等により意見を求めることが想定される。

「利用者の状態に大きな変化が見られない」の
取扱い

　「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間（担当者間）の合意が前提である。
その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成11年11月12日老企第29号）の「課題分析標準項目（別添）」等のうち、例えば、

　・　「健康状態（既往歴、主傷病、病状、痛み等）」
　・　「ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等）」
　・　「ＩＡDL（調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等）」
　・　「日常の意思決定を行うための認知能力の程度」
　・　「意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション」
　・　「社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等）」
　・　「排尿・排便（失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度など）」
　・　「褥瘡・皮膚の問題（褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等）」
　・　「口腔衛生（歯・口腔内の状態や口腔衛生）」
　・　「食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）」
　・　「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）（妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等）」
等を総合的に勘案し、判断すべきものである。

５　暫定ケアプランについて 　

４　ケアプランの軽微な変更の内
容について（サービス担当者会議）

　基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
　しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準
の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。

サービス利用回数の増減によるサービス担当
者会議の必要性

　単なるサービス利用回数の増減（同一事業所における週１回程度のサービス利用回数の増減など）については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも
実施しなければならないものではない。
　しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の
解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
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６　その他 　

ケアプランの作成依頼（変更）届出書の様式の
取扱い（活用）について

　ケアプラン作成依頼（変更）届出書の標準様式については、「居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の様式について」等の一部改正において、要介護認定等に係る調査内容等の提示について、依頼者の同
意欄を設けているが、当該欄に係る同様の内容が必要な場合について、各保険者において別の同様の文書・資料の提出や手続きの申請等を求めている場合は、当該欄の活用や当該標準様式の項目の追加等
の工夫を行うことで、二重の手間を求めることは避ける対応を図られたい。
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（参考）

（別添）

介護保険制度に係る書類・事務負担の見直しに関するアンケート（「早期に対応が可能なもの」に関する対応）

Ⅰ　介護報酬

Ⅱ　要介護認定

Ⅲ　住宅改修・福祉用具

（１）末期がん等により介護サービスの利用につ
いて急を要する方の要介護認定について

　事務連絡「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」（平成22年４月30日　厚生労働省老人保健課）により、末期がん等の方の要介護認定については、暫定ケアプランの作成、迅速な要
介護認定の実施等の取組を徹底するよう周知したところ。

（２）自治体間における認定基準の統一化につ
いて

　全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正な要介護認定を実現するため、認定調査員や主治医等に対して研修会の開催、都道府県、指定都市における実施のための経済的支援、当該研修の充実を図
るための研修テキストの作成などを行っているところ。今後とも、認定調査員等の資質向上を図り、適切な要介護認定が行われるよう、研修の充実を図る。

（１）軽度者の福祉用具貸与の取扱いに係る手
続きについて

　軽度者への福祉用具貸与の例外給付については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援
に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年３月１日老企第36号）でお示ししているとおり、
　
　①　医師の医学的な所見に基づく判断
　②　サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント
　③　書面等確実な方法による市町村の確認
により要否を判断することとし、このうち①については、主治医意見書により確認する方法でも差し支えないこととしている。
　この他、医学的な所見を確認する方法として、保険者が認める場合には、次の方法などが考えられるものである。

【例】
　・　医師の診断書
　・　介護支援専門員が、医師の所見を聴取の上、その内容を記載した居宅サービス計画
　・　その他、医師が医学的な所見に基づく判断を行ったことを示す書類

（２）返戻事由別のエラーコードについて 　返戻事由別のエラーコードについては、請求誤りの理由を明確にするため、必要最低限のもののみを示すこととしているところであるが、今後もこの考え方に基づき、適切に運用してまいりたい。

項目 意見への対応

（１）介護給付費請求書等、介護報酬の請求に
係る書面の記入方法について

　介護給付費請求書等、介護報酬の請求に係る書面の記入方法については、「介護給付費請求書等の記載要領について」（平成13年11月16日老老発第31号）で示しており、また、返戻の理由については、原因
が特定できるよう返戻事由別にエラーコードが設けられており、国民健康保険団体連合会からの通知に記載されているところであるが、今後も内容が明快なものとなるように配慮してまいりたい。
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Ⅳ　指定・更新・変更

（４）指定居宅サービスの指定等事務に関する
勤務体制一覧表について

　指定居宅サービスの指定等事務に関する様式等については、参考例事務連絡において、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、活用されているところであるが、同事務連絡
における参考様式１（従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表）の備考７において、「各事業所・施設において使用している勤務割表等（既に事業を実施しているときは直近月の実績）により、職種、勤務形態、
氏名及び当該業務の勤務時間が確認できる場合は、その書類をもって添付書類として差し支えありません。」としているところであり、各自治体においてはこうした取扱いの活用により事務負担の簡素化に努めら
れたい。

（５）居宅サービスの各事業所の運営規程につ
いて

　運営規程については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第37号）」（以下「指定居宅サービス基準」という。）等によりサービスごとに定めておく事項
を示しているところであるが、例えば訪問介護については「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年９月17日老企第25号）」（以下「居宅基準解釈通知」という。）第三の
一の１（17）において「同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し
支えない」こととしており、例えば同一事業所において訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受け、かつ一体的な事業運営をしている場合、運営規程を一体的に作成してよい。

（１）指定更新時における申請書類について

　指定居宅サービス等の指定更新時における申請書類については、「介護保険法施行規則（平成11年３月31日厚生省令第36号）」第115条等によりサービスごとに示しているところであるが、指定権者（都道府県
知事又は市区町村長）は、事業者（施設）が既に提出している事項の一部に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができることとされており、各指定権者に当たっ
ては、こうした取扱いの周知を図ることによる事業者の事務負担の簡素化に努められたい。
　なお、例えば、訪問介護に関する指定・更新に当たって必要とされている書類についてまとめると、別表１のとおりである。

（２）新規指定の申請様式について
　指定居宅サービス等の指定申請に関する様式等については、「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則（参考例）の送付
について（平成21年４月24日老健局振興課事務連絡）」（以下「参考例事務連絡」という。）において、厚生労働省から参考例を示しているところであり、各自治体において引き続き活用されたい。

（３）指定の変更の届出様式について 　指定居宅サービス等の変更の届出に関する様式等については、参考例事務連絡において、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、引き続き活用されたい。

（２）住宅改修が必要な理由書の内容の重複に
ついて

　住宅改修が必要な理由書については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」（平成12年３月８日老企第42号）でお示ししているとおり、１ページに利用者の身体状況、介護状況等の
利用者が置かれている総合的状況を記載し、これを踏まえて、２ページに活動ごとに改善しようとしている生活動作とその動作を行う上で困難な状況等の個別詳細な状況や改修項目を記載するものであり、内容
の重複はないと考えている。
　なお、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、居宅サービス計画等の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書
への記載を省略して差し支えない。

（３）住宅改修が必要な理由書への記載の省略
について

　住宅改修が必要な理由書については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」（平成12年３月８日老企第42号）においてお示ししているとおり、利用者に対する居宅サービス計画が作
成されている場合は、当該居宅サービス計画の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書への記載を省略して差し支えない。

（４）住宅改修に関する申請書の「改修の箇所及
び規模」の確認方法について

　「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について（平成12年３月８日老企第42号）」でお示ししているとおり、当該記載箇所については、同時に提出する「当該申請に係る住宅改修の予定の状態
が確認できるもの」においてこれらの内容が明らかにされている場合には、「別紙○○参照」と記載する等により、申請書には工事種別のみを記載することとして差し支えない。
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Ⅴ　その他

（５）介護職員処遇改善交付金の申請手続の簡
素化について

　介護職員処遇改善交付金の申請手続については、「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」において示しているところであるが、平成22年３月30日付けで一部改正を行い、都道府県の判断で、交付金を受け
ようとする事業者が前年度の対象事業者の承認を受けている場合において、キャリアパス要件等届出書や計画書添付書類の内容に変更がないときは、その提出を省略させることができることとしたところであ
る。

（６）介護職員処遇改善交付金に関する様式等
の統一について

　「介護職員処遇改善交付金申請の際の添付資料の簡素化について（お願い）（平成21年11月13日老健局介護保険計画課事務連絡）」において、全国の都道府県に対し、添付書類を必要最小限に限るよう要請
し、手続きの簡素化を図ったところであり、引き続き適切な運用が図られるよう配慮してまいりたい。

（７）介護職員処遇改善交付金に関する説明会
の開催について

　これまで、例えば「全国介護保険担当課長会議」(H21.５.28)等の機会において、本交付金の説明会を行ってきたところであり、各都道府県においてもそれぞれ説明会等が行われている。なお、本交付金の概要
については、厚生労働省のホームページにおいても掲載しているところであり、参照いただきたい。

（２）特定高齢者施策の簡素化等について
　介護予防事業については、例えば、対象者の選定方法を健診に代えて高齢者のニーズを把握するための調査を活用する方法に見直す、事業内容をより高齢者のニーズに合ったものに見直すなど、事業の効
率化、充実を図ることとする。
　【近日中に通知発出予定】

（３）通所介護の個別機能訓練加算における「個
別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運
動器機能向上加算における「運動器機能向上
計画」について

　『「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について」等の一部改正について（平成20年７月29日厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知）』において、通所介護における個別機能訓練計画等については通所介
護計画等との一体的作成を認めることとしたところであり、各自治体におかれてはこれを徹底されたい。

　【参考】平成20年実施の事務負担軽減（個別機能訓練加算・運動器機能向上加算関係）（別表２）

（４）通所介護の個別機能訓練加算における「個
別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運
動器機能向上加算における「運動器機能向上
計画」について

　利用者ごとに保管され、常時事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧可能とするように求めている「個別機能訓練に関する実施記録（実施時間・訓練内容・担当者等）」については、栄養改善加算、口腔機
能向上加算、運動器機能向上加算における定期的な記録に関する取扱いと同様に、指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録に所要の事項を記録している場
合は、改めて記録する必要はなく、また、あらかじめ策定された個別機能訓練計画に基づき実施記録チェック表などを策定し、当該表にチェックをしていく方法等によることも可能である。

（１）介護予防事業特定高齢者施策のケアプラ
ン作成について

　介護予防事業におけるケアプランについては、特に必要な場合等を除き、原則、地域包括支援センターによる作成を不要にするなど、事業の効率化を図ることとする。
　【近日中に通知発出予定】
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（14）認知症対応型通所介護の利用者について
　認知症対応型通所介護の利用者については、医師の診断書等の画一的な取り扱いで確認を求めるものではないが、サービス担当者会議や、介護支援専門員のアセスメント等において、当該利用者にとっての
認知症対応型通所介護サービスの必要性及び利用目的を十分に検討・確認されたい。

（11）通所介護計画の作成担当者について

　通所介護計画については、指定居宅サービス基準第99条第１項により管理者が作成しなければならない取扱いとしているところであるが、実際の作成については居宅基準解釈通知第三の六の３(３)において、

①　通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者に取りまとめを行わせるものとし、とあり、実質的な作成を生活相談
員が行うことは差し支えない。
②　通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業員が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。

としている。
　したがって、最終的に通所介護計画が管理者の責任において作成されることは必要であるが、実際の作業業務は、生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員が共同して行って差し支えないことから、
各事業所の実業に応じて適切な業務分担をしていただきたい。

（12）訪問介護における院内介助の取扱いにつ
いて

　訪問介護における院内介助の取扱については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』の適用関係について」（平成15年５月８日老振発第0508001号、老老発第0508001号）において、「基
本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところである。
　なお、「訪問介護における院内介助の取扱いについて」（平成22年４月28日事務連絡）において、改めて、示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。

（13）特定施設入居者生活介護における一時介
護室の取扱について

　特定施設入居者生活介護における一時介護室の取扱については、運営基準等に係るQ&A（平成13年３月28日事務連絡）で示しているところであるが、今後も事務連絡のとおり、全ての居室が介護居室である
場合は一時介護室は設けないこととして差し支えないと考える。なお、運営基準に係るQ&Aの取扱いに関する事例を示すと、以下の通りである。

【具体例】
・全室介護居室であって、２人居室がある場合

（８）介護職員処遇改善交付金のキャリアパス
要件について

　長期的に介護職員の確保・定着の推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要との指摘を受けているところであり、厚生労働省としては、介護職員処遇改善交付金事業を介護
の現場にキャリアパスの仕組みを導入・普及促進する一つの契機と捉え、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について（平成22年３月30日付厚生労働省老健局長通知）」により「介護職員
処遇改善交付金事業実施要領」の一部改正を行い、キャリアパス要件等の追加を行ったところ。
　キャリアパス要件の内容及び様式・添付書類については、可能な限り簡素なものとするとともに、キャリアパスを賃金に反映しがたい場合は資質向上のための取り組みを行うことで可とするなど小規模な事業所
にも配慮したものとしたほか、適用時期については平成22年10月とし、都道府県における介護サービス事業者に対する周知期間及び介護サービス事業者の準備期間を十分に確保する等の措置を行っているとこ
ろである。

（９）介護職員処遇改善交付金のキャリアパスモ
デルについて

　厚生労働省ホームページにおいて、介護の関係団体作成のキャリアパスモデルをとりまとめ、掲載しているので、ご参照願いたい。

（10）介護職員処遇改善交付金のキャリアパス
要件等届出書を法人ごとで届け出る場合の取
扱いについて

　キャリアパス要件等届出書については、介護職員処遇改善計画書と同一の単位（法人ごと等）で作成して差し支えない。
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（17）生活援助の取扱いについて
　訪問介護の生活援助について、個々の利用者の状況に応じて判断するものであり、同居家族がいることをもって一律機械的に拒否するべきものではなく、今後も周知徹底を図りたい。
（平成21年12月に、自治体に対して取扱を再周知したところ）

（15）高額医療合算介護サービス費の支給に係
る事務手続の簡素化について

　高額医療・高額介護合算制度における申請手続については、介護保険法施行規則及び医療保険各法の施行規則において、介護保険担当課及び医療保険担当課の両窓口に申請する旨規定されているが、国
民健康保険制度又は後期高齢者医療制度の加入者については、市町村の判断により手続を省略することができ、申請を国民健康保険担当課又は後期高齢者医療担当課のみに行えばよいうという取扱いを可
能としている。

（16）日用品費等の取扱いについて

　介護報酬の算定における日常生活費の解釈については、通知、Q&A等において統一的な解釈を示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。

【「日常生活費」の具体例】
・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用　等
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【別表 1】指定時及び更新時における必要書類（訪問介護の場合） 

事項 更新時 

事業所の名称・所在地 

要 申請者の名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名、生年月日、

住所、職名 

事業の開始予定年月日 不要 

定款、寄付行為、登記事項証明書等 

既に指定権者に提出してい

る事項に変更がないときは

省略可能（※） 

平面図 

管理者、サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所、経歴 

運営規定 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

従業者の勤務の体制・勤務形態 

資産の状況 

居宅介護サービス費の請求に関する事項 

要 

（欠格事由に該当しないことに関する）誓約書 

役員の氏名、生年月日、住所 

その他指定権者が必要と認める事項 

現に受けている指定の有効期間満了日 

※ 居宅サービスと一体的に介護予防サービスを運用する場合も同様の取扱いが可能 

 

 

 

【別表２】(参考)平成 20年実施の事務負担軽減（個別機能訓練加算・運動器機能向上加算関係） 

関係する加算 改正の概要（平成 20 年８月１日施行） 

個別機能訓練加算 

（通所介護） 

〇 個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画に記載する場合 

は、その記載をもって代替することができる。 

運動器機能向上加算 

（介護予防通所介護） 

〇 運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所介護計画に記 

 載する場合は、その記載をもって代替することができる。 

〇 運営基準において作成が義務付けられている「サービスの提供の記 

録において」運動器機能向上加算の要件となっている「運動器の機能 

の定期的な記録」に相当する内容を記録する場合は、その記録をもっ 

て代替することができる。 
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介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.１００９    

令和３年９月２２日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）   御 中 

← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

居宅介護支援事業所単位で抽出する 

ケアプラン検証等について（周知） 

計 14 枚（本紙を除く） 

連絡先  

 TEL  :  03-5253-1111(内線 3971、3979) 

FA X  : 03-3595-3670、03-3503-7894 
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事 務 連 絡 

令和３年９月 22 日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主管部（局）御中 

中 核 市 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

 

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について（周知） 

 

介護保険制度の推進につきましては、日頃より格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

社会保障審議会介護保険給付費分科会における議論を踏まえ、「令和３年度介護報

酬改定に関する審議報告」（令和２年 12 月 23 日。以下「審議報告」という。）におい

て、「より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケ

アプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限

にはつながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用

割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成

する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入す

る。効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10 月から施行する。」

とされています。 

また、審議報告において、サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス

提供の確保として、「同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプラ

ンについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特

定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出す

るなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の

確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居

者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治

体による更なる指導の徹底を図る。居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなど

の点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、

10 月から施行する。」とされています。 

この二つのケアプラン検証・点検については、趣旨・目的は異なりますが、居宅介

護支援事業所等の抽出は両者ともに国民健康保険団体連合会介護給付適正化システ

ムを活用することになります。 

今般、これらのケアプラン検証・点検の趣旨・目的や留意事項等について、以下の

とおり周知いたしますので、各都道府県、市町村におかれましては、内容について御

了知いただくとともに、本事務連絡の内容を踏まえて、適切に御対応いただくようお

願いいたします。また、管内サービス事業所等に対して周知をお願いいたします。 
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記 

 

１．趣旨・目的・仕組み等 

 

（１）居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証 

 

○ 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証は、より利用者の意向や状

態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資する

ことを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行

い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すため、指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）に位置付けられ

た仕組みです。 

この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありませんので十分

にご留意の上、ご対応をお願いします。 

 

○ 具体的には、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条

第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第

336 号）に規定する要件（※）に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が令和３年 10 月１日以降に作成又は変更したケアプランのうち、市町村から指

定されたものを市町村に届け出る必要があります。 

 （※）居宅介護支援事業所を抽出する要件 

    居宅介護支援事業所ごとに見て、 

   ①区分支給限度基準額の利用割合が７割以上 

   かつ 

   ②その利用サービスの６割以上が「訪問介護サービス」 

   （注１）なお、各市町村において、国民健康保険団体連合会と調整の上、地域の実情に

応じて、厚生労働大臣が定める基準（従うべき基準）よりも検証対象の範囲を拡

げるための要件の設定は可能。 

    （注２）国民健康保険団体連合会介護保険給付適正化システムで作成される帳票は、「計

画単位数」を基に計算。なお、区分支給限度基準額の対象外である加算等や超過

部分の自己負担分は計算の対象ではない。 

 

（参考）居宅介護支援事業所を抽出する要件のイメージ 
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○ まず、市町村は、上記の要件が設定された帳票（※）を、国民健康保険団体連

合会より受領してください。 

 （※）支給限度額一定割合超支援事業所における対象サービス利用者一覧表（総

括表・明細表）【別添１・２】。帳票の送付や内容の詳細については、「２．

国民健康保険団体連合会システムを活用した居宅介護支援事業所・ケアプラ

ンの抽出」参照。 

 

○ 次に、市町村は、受領した帳票を活用し、要件①及び②に該当する居宅介護支

援事業所のケアプランのうち、個々に見て上記の要件①及び②に該当するケアプ

ランについて、 

 ・最も訪問介護サービスの利用割合が高いものなど（※１）で、介護度別に１件

ずつ以上を指定し（※２）、 

 ・当該ケアプランの第１表（居宅サービス計画書(1)：基本的な事項）、第２表（居

宅サービス計画書(2)：長期目標・短期目標、サービス内容等）及び第３表（週

間サービス計画表）の届出を依頼（※３） 

 します。 

 （※１）市町村において一定の考え方のもとで、指定いただいて差し支えない。 

 

（※２）指定の際の留意点 

  ・特定の介護度に該当する利用者がいない場合は、その介護度は届出不要。必

要があれば、他の介護度で２件以上の届出を依頼。 

  ・すでに、生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン検証の対象となって

いるケアプランは届出の対象外。 

  ・他市町村の住民である利用者のケアプランは届出の対象外。（市町村が必要

に応じて、当該市町村と連携） 

 

 （※３）必要に応じてアセスメントシートの届出も依頼。 

 

○ 市町村からの届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、指定されたケアプラ

ンについて、当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介

護が必要な理由等を記載し、当該ケアプランを市町村に届け出る必要があります。 

  なお、理由等については、「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項

目の提示について』の一部改正について」（令和３年３月 31 日厚生労働省老健局

認知症施策・地域介護推進課長通知）でお示ししているとおり、ケアプラン第２

票（居宅サービス計画書(2)）の「サービス内容」に記載しても差し支えありませ

ん。 

 （※１）「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』

の一部改正について」（令和３年３月 31 日厚生労働省老健局認知症施策・

地域介護推進課長通知） 

     https://www.mhlw.go.jp/content/000764679.pdf 
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（※２）災害や新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に他のサービス

から訪問介護に切り替わったために要件①及び②に該当するケアプランが

ある場合は、その旨も記載。 

 

○ 届出を受けた市町村は、順次、地域ケア会議等（※１）を活用して、多職種の

視点から、届出のあったケアプランについて議論を行うことになります。 

多職種による議論は、「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手

引き～地域ケア個別会議等を活用したケアマネジメントの支援のために～」（平

成 30 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業（地域ケア会議等におけるケアプ

ラン検証の在り方に関する調査研究事業（実施団体：エム・アール・アイリサー

チアソシエイツ株式会社）））（※２）を参照してください。 

 （※１）検証の方法としては、地域ケア会議のみならず、当該市町村の職員やリ

ハビリテーション専門職を派遣する形で行う会議（サービス担当者会議の

前後で行う会議を含む）等での対応も可能。 

 

 （※２）「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き～地域ケア

個別会議等を活用したケアマネジメントの支援のために～」（平成 30 年

度厚生労働省老人保健健康増進等事業） 

    https://www.mri-ra.co.jp/pdf/h30_chiikicare_tebiki.pdf 

  

（※３）災害や新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に他のサービス

から訪問介護に切り替わったために要件①及び②に該当するケアプランが

ある場合は、地域ケア会議等の検証の対象としない等、柔軟な対応を採る

必要がある。 

 

○ 地域ケア会議等での多職種の議論において届出のあったケアプランについて

見直しが必要であるとされた場合、居宅介護支援事業所は、地域ケア会議等での

検証結果を踏まえ、検証対象のケアプランについて再検討を行うとともに、事業

所内において同様・類似の内容で作成しているケアプランの内容についても再検

討を行います。 

なお、検証対象のケアプラン及び同様・類似の内容のケアプランについて再検

討とそれに基づく見直しが行われない場合は、それらのケアプランは、引き続き、

地域ケア会議等での検証の対象となり得ます。 

 

○ なお、この検証の仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではなく、

より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケア

プランの作成に資することを目的としたものです。ケアプランを変更するために

は、利用者の同意を得る必要があり、ケアプランの変更を強制することはできな

いため、介護支援専門員や市町村は本人に十分説明をする必要があります。 
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（２）高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検 

 

○ 高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための指導について

は、「高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導

の徹底」（令和３年３月 18 日厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長ほか連

名通知）において、都道府県における家賃等の入居契約の内容の確認をし、その

情報等をもとに、市町村の介護給付費適正化担当部署における高齢者向け住まい

等に併設等している（隣接、近接や同一法人や系列法人など関連があると考えら

れるものを含む。）居宅介護支援事業所におけるケアプランの点検をお願いして

いるところであり、高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検は、介護給付適正

化事業の一環として市町村において実施していただくものです。 

（※）「高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指

導の徹底」（令和３年３月 18 日厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長

ほか連名通知） 

   https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761353.pdf 

 

○ 具体的には、市町村が設定する要件（※）に該当する高齢者向け住まい等併設

等居宅介護支援事業所の介護支援専門員が令和３年 10 月１日以降に作成又は変

更したケアプランのうち、市町村が必要と判断したものについては、ケアプラン

を指定し、居宅介護支援事業所に対し提出を求めてください。 

（※）居宅介護支援事業所を抽出する要件 

    居宅介護支援事業所ごとに見た、以下の項目の要件を設定します。 

    ①区分支給限度基準額の利用割合 

    かつ 

       ②利用サービス種類（注）とその利用割合 

    （注）区分支給限度基準額管理対象サービスは全て選択可だが、組合せは２つまで。 

・それぞれの要件が設定された帳票（注）を国民健康保険団体連合会より、

受領してください。 

 （注）支給限度額一定割合超支援事業所における対象サービス利用者一覧表（総括表・

明細表）【別添１・２】 

   ・要件設定にあたっては、必要な数値・サービス種類の設定を行ったうえで

「適正化情報（二次加工データ）」の出力を各都道府県国民健康保険団体

連合会まで依頼してください。 

   ・併せて、①の要件（区分支給限度基準額に占める利用割合）のみ等で設定

できる帳票（注）もありますので、こちらも積極的にご活用ください。 

    （注）支給限度額一定割合超一覧表（総括表・明細表）【別添３・４】 

   ・国民健康保険団体連合会介護保険給付適正化システムで作成される帳票は、

「計画単位数」を基に計算されます。なお、区分支給限度基準額の対象外

である加算等や超過部分の自己負担分は計算の対象ではありません。 
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○ 市町村によるケアプランの指定については、 

・上記１（１）の居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証における指

定方法や、 

・「ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法」（平成 20 年７月 18 日厚生労働

省老健局振興課）（※１） 

・「ケアプラン点検支援マニュアル 附属資料 ケアプラン点検の基礎知識～こ

れからケアプラン点検に臨む保険者職員の参考書～」（平成 28 年度厚生労働省

老人保健健康増進等事業（実施団体：株式会社三菱総合研究所））（※２） 

を参考にしてください。 

（※１）「ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法」（平成 20 年７月 18 日厚

生労働省老健局振興課） 

    https://www.mhlw.go.jp/content/000824048.pdf 

 

（※２）「ケアプラン点検支援マニュアル 附属資料 ケアプラン点検の基礎知

識～これからケアプラン点検に臨む保険者職員の参考書～」（平成 28 年

度厚生労働省老人保健健康増進等事業） 

https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/dia6ou00

000204mw-att/H28_25.pdf 

 

○ 提出を受けた市町村では、順次、提出のあったケアプランについて点検を行う

ことになります。 

ケアプラン点検の実施方法については、「ケアプラン点検支援マニュアルの活

用方法」等を参照してください。 

なお、多職種の視点からの議論を行うため、地域ケア会議等で検討を行うこと

も可能です。 

 

 ○ なお、高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検は介護給付適正化事業の一

環として実施するものであるため、介護給付適正化事業におけるケアプラン点

検の実施件数に含まれます。 

 

 ○ また、高齢者向け住まいには、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者

向け住宅等が該当しますが、未届の住宅型有料老人ホームも当然に該当します

ので、届出の有無に関わらず点検の対象としてください。 
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（参考）居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証と高齢者向け住まい等対

策のケアプラン点検のポイントについて 

 

 
  

居宅介護支援事業所単位の
ケアプラン検証

高齢者向け住まい等対策の
ケアプラン点検

法令上等の
根拠

・ケアマネ基準省令 ・自治体に対する指導徹底の通知
（介護保険適正化事業の一環）

抽出対象の
ケアマネ事業
所の要件

①区分支給限度基準額の利用割合
が７割以上

②その利用サービスの６割以上が
訪問介護が大部分を占める

・市町村ごとに設定。
・要件設定項目は以下のとおり。
①区分支給限度基準額の利用割合
②利用サービス種類（注）とその利用割合

（注）区分支給限度管理対象サービスは全て選択可だが、
組合せは２つまで。

※帳票上、各ケアプランの利用者について、要
介護認定時の居住地が高齢者向け住まい等で
あるかどうかを確認する

検証・点検
対象のケアプ
ランの指定

・要件①・②に該当するケアプラ
ンのうち、市町村が介護度別に
１件ずつ以上を指定し、届出を
依頼

・要件①・②に該当するケアプランのうち、提
出すべきケアプランを市町村が指定し、提出
を依頼

（指定方法は、左記等を参照）

ケアプランの
検証・点検
の方法

・地域ケア会議や、行政職員やリ
ハビリテーション専門職が参加
する形で行う会議等で検証

・市町村におけるケアプラン点検
（地域ケア会議等での検証も可）

検証・点検
結果の反映

・検証・点検結果を踏まえ、対象のケアプランを中心に、事業所内において同様・類
似の内容で作成しているケアプランの内容についても再検討
※ケアプランを変更するためには、利用者の同意を得る必要があり、ケアプランの
変更を強制することはできないため、介護支援専門員や市町村は本人に十分説明
をする必要
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２．国民健康保険団体連合会システムを活用した居宅介護支援事業所・ケアプラン

の抽出 

 

○ 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証及び高齢者向け住まい等対

策のケアプラン点検における対象となる居宅介護支援事業所及びケアプランの抽

出は、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムを活用して、 

・要件①・②に該当する居宅介護支援事業所の一覧（総括表）【別添１】と、 

 ・当該居宅介護支援事業所の利用者の一覧（明細表）【別添２】（当該居宅介護

支援事業所の全利用者のうち、要件①・②に該当しているかどうかが分かるも

の） 

 を自動抽出（※１～３）し、市町村に送付されます。 

  送付される帳票に係る詳細については、各都道府県国民健康団体保険連合会ま

でご照会ください。 

 （※１）帳票は、サービス提供月ごと。 

 

 （※２）送付の頻度は、最低限３月に１回。具体的な頻度は国民健康保険団体連

合会と市町村の間で調整。 

     なお、最初の送付月については、基本的に、令和３年 10～12 月分が令和

４年２月頃の送付となる見込み。この点も、必要に応じて具体的な時期を

国民健康団体保険連合会と市町村の間で調整。 

 

 （※３）明細表上、他市の住民である利用者の個人情報は伏せられる。 

 

○ 高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検においては、明細表上の各利用者の

要介護認定時の居住地の情報（高齢者向け住まい等であるかどうか）を活用して

ください。ただし、要介護認定時の居住地が高齢者住まい（住宅型有料老人ホー

ムやサービス付き高齢者向け住宅）であるかの情報は、令和３年４月の改正によ

り追加されたため、居住地情報が反映されるには一定の期間を要します。このた

め、高齢者向け住まい等の所在地等の状況や被保険者の情報、利用している介護

サービス事業所や法人名等も参考しながら、高齢者向け住まい等に居住している

か否かを広く確認していただくようお願いします。 

また、１（２）でも触れているとおり、上記の帳票の他、既に存在する帳票

で、要件①である区分支給限度基準額に占める利用割合のみ等を要件として設定

できる帳票【別添３・４】もありますので、こちらも積極的にご活用ください。 

  

○ また、平成 30 年 10 月より施行されている生活援助の訪問回数の多い利用者の

ケアプラン検証についても、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムで

抽出される帳票において、一定回数以上の生活援助中心型サービスが位置付けら

れているケアプランが分かるようになります。 

生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン検証の仕組みでは、居宅介護支

援事業者は対象のケアプランを翌月の末日までに市町村に届け出ることとなって
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いますので、市町村では、システムにより抽出される帳票【別添５】を、該当の

ケアプランが適切に届け出られているかどうかを確認することのできる補完的な

ツールとしてご活用いただけます。 

 

○ 上記の居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証、高齢者向け住まい

等対策のケアプラン点検及び生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン検証

に係るシステムについては、令和３年８月末にリリースされ、10 月から運用開始

となります。 
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【別添１】支給限度額一定割合超支援事業所における対象サービス利用者一覧表（総括表） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者数 要介護度別の利用者数（当該支援事業所が国保連合会に提出した給付管理票）の合計 

利用者割合 利用者数合計のうち、要介護度別の利用者数の割合 

計画単位数 要介護度別の計画単位数の合計 

平均計画単位数 要介護度別の平均計画単位数 (計画単位数÷利用者数) 

支給限度割合（要介護度別） 要介護度の利用者の支給限度割合の平均値 

支給限度割合（合計） 計画単位数(合計)÷{要介護度別(支給限度額×利用者数)の合計} 

対象サービス計画単位数 対象サービス種類を含む給付管理票のうち、対象サービス種類のみの計画単位数 

対象サービス単位数割合 該当支援事業所のすべての計画単位数のうち、対象サービス計画単位数の割合 
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【別添２】支給限度額一定割合超支援事業所における対象サービス利用者一覧表（明細表） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居住地（認定情報「現在の状況」） 受給者認定情報の現在の状況コードのうちサービス提供年月が認定有効期間に含まれる最新の情報 

給付管理票記載 割合 限度額に占める給付管理票に記載された計画単位数の割合 

実績 利用者負担額有無 実績における利用者負担額の発生有無 

割合 限度額に占める提供単位数の割合 

同一法人区分 支援事業所とサービス事業所の関係 （事業所台帳より） 
 ○
 △
 ×

：事業所台帳の「申請／開設者名」、「申請／開設者電話番号」が両方とも一致している 
：事業所台帳の「申請／開設者名」、「申請／開設者電話番号」のいずれかが一致している 
：事業所台帳の「申請／開設者名」、「申請／開設者電話番号」のいずれかも一致していない 
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【別添３】支給限度額一定割合超一覧表（総括表） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者数 要介護度別の利用者数（当該支援事業所が国保連合会に提出した給付管理票）の合計 

利用者割合 利用者数合計のうち、要介護度別の利用者数の割合 

計画単位数 要介護度別の計画単位数の合計 

平均計画単位数 要介護度別の平均計画単位数 (計画単位数÷利用者数) 

支給限度割合（要介護度別） 要介護度の利用者の支給限度割合の平均値 

支給限度割合（合計） 計画単位数(合計)÷{要介護度別(支給限度額×利用者数)の合計} 

限度額の一定割合以上利用者数 利用者数のうち、抽出条件(限度額の一定割合以上利用者割合)に合致する利用者数 

限度額の一定割合以上利用者割合 利用者数のうち、[限度額の一定割合以上利用者数] の割合 

※[要支援]には平成 18 年 3 月以前の要支援および平成 18 年 4 月以降の経過的要介護が出力される。 
 
 

 

  

保険者番号  990001

保険者名  テスト市

抽出条件  サービス提供年月 2015年04月  

 抽出項目 支給限度額割合  

 割合 50%以上  

 抽出項目 限度額の一定割合以上利用者割合  

 割合 59%以上  

事業所番号 事業所名
事業所所在

保険者番号
事業所所在保険者名 合計 要支援１ 要支援２ 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 更新年月

9970100418  事業所４１８ 990001  テスト市 利用者数 20 0 0 0 6 7 2 3 2 201506

9970100418  事業所４１８ 990001  テスト市 利用者割合 100% 0% 0% 0% 30% 35% 10% 15% 10% 201506

9970100418  事業所４１８ 990001  テスト市 計画単位数 263,069 0 0 0 57,498 84,762 40,624 53,777 26,408 201506

9970100418  事業所４１８ 990001  テスト市 平均計画単位数 13,153 0 0 0 9,583 12,109 20,312 17,926 13,204 201506

9970100418  事業所４１８ 990001  テスト市 支給限度割合 58% 0% 0% 0% 58% 62% 76% 59% 37% 201506

9970100418  事業所４１８ 990001  テスト市 限度額の一定割合以上利用者数 14 0 0 0 4 5 2 2 1 201506

9970100418  事業所４１８ 990001  テスト市 限度額の一定割合以上利用者割合 70% 0% 0% 0% 67% 71% 100% 67% 50% 201506

ＮＮ 99年 99月 99日 作成

○○○国民健康保険団体連合会

支給限度額一定割合超一覧表（総括表）
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【別添４】支給限度額一定割合超一覧表（明細表） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給付管理票記載 割合 限度額に占める給付管理票に記載された計画単位数の割合 

実績 利用者負担額有無 実績における利用者負担額の発生有無 

割合 限度額に占める提供単位数の割合 

同一法人区分 支援事業所とサービス事業所の関係 （事業所台帳より） 
 ○
 △
 ×

：事業所台帳の「申請／開設者名」、「申請／開設者電話番号」が両方とも一致している 
：事業所台帳の「申請／開設者名」、「申請／開設者電話番号」のいずれかが一致している 
：事業所台帳の「申請／開設者名」、「申請／開設者電話番号」のいずれかも一致していない 

 
 

  

保険者番号  990001

保険者名  テスト市

抽出条件  サービス提供年月 2015年04月  

 抽出項目 支給限度額割合  

 割合 50%以上  

 抽出項目 限度額の一定割合以上利用者割合  

 割合 59%以上  

事業所番号 事業所名 開設者 電話番号

9950180026  事業所０２６ 開設者０２６ 999-999-9999 要介護２ 990001  テスト市 0000000022  ﾋﾎｹﾝｼｬ22 19,480 4,195 22% 4,195 あり 22% 9970103784  事業所７８４ 開設者７８４ 888-999-9999 × 201505

9950180026  事業所０２６ 開設者０２６ 999-999-9999 要介護３ 990001  テスト市 0000000023  ﾋﾎｹﾝｼｬ23 26,750 3,202 12% 2,994 あり 11% 9950180026  事業所０２６ 開設者０２６ 999-999-9999 ○ 201505

9950180026  事業所０２６ 開設者０２６ 999-999-9999 要介護３ 990001  テスト市 0000000023  ﾋﾎｹﾝｼｬ23 26,750 4,755 18% 3,804 あり 14% 9970101028  事業所０２８ 開設者０２６ 888-999-9999 △ 201505

9950180026  事業所０２６ 開設者０２６ 999-999-9999 要介護３ 990001  テスト市 0000000023  ﾋﾎｹﾝｼｬ23 26,750 6,938 26% 4,982 あり 19% 9970103172  事業所１７２ 開設者１７２ 888-999-9999 × 201505

9950180026  事業所０２６ 開設者０２６ 999-999-9999 要介護３ 990001  テスト市 0000000023  ﾋﾎｹﾝｼｬ23 26,750 150 1% 150 あり 1% 9970101754  事業所７５４ 開設者７５４ 888-999-9999 × 201505

9950180026  事業所０２６ 開設者０２６ 999-999-9999 要介護１ 990001  テスト市 0000000024  ﾋﾎｹﾝｼｬ24 16,580 12,359 75% 10,905 あり 66% 9970103784  事業所７８４ 開設者７８４ 888-999-9999 × 201505

9950180418  事業所０４８ 開設者４１８ 999-999-9999 要介護１ 990001  テスト市 0000000025  ﾋﾎｹﾝｼｬ25 16,580 10,621 64% 4,902 あり 30% 9970101465  事業所４６５ 開設者４６５ 888-999-9999 × 201505

保険者
番号

実績

同一法
人区分

利用者負
担額有無

給付管理票記載

割合
計画

単位数

サービス事業所

支給限度額一定割合超一覧表（明細表）

更新年月
事業所名

保険者名
被保険者

番号
被保険者名 提供

単位数
割合

ＮＮ 99年 99月 99日 作成

○○○国民健康保険団体連合会

開設者事業所番号

支援事業所

限度額
電話番号

要介護度
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【別添５】生活援助中心訪問介護サービス利用者一覧表 

 

 
 

合計回数 生活援助中心型のサービスコードの回数の合計 

訪問介護事業所数 生活援助中心型のサービスコードの請求のある事業所数 
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